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１．この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「みのりの投信（確定拠出年金専用）」
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年法律第 25 号）第５条の規定により有価証券届出書を 2019 年６月 28 日に関東財務
局長に提出しており、2019 年６月 29 日にその効力が生じています。 

２．「みのりの投信（確定拠出年金専用）」は値動きのある有価証券等を投資対象とするので、
組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。した
がって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれ
を割り込むことがあります。「みのりの投信（確定拠出年金専用）」は預貯金と異なりま
す。信託財産に生じた利益および損失は、すべてお客様に帰属します。 

３．「みのりの投信（確定拠出年金専用）」は預金または保険契約ではなく、預金保険機構ま
たは保険契約者保護機構の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の投資信
託は投資者保護基金の対象ではありません。 

４．課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 
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【証券情報】 

（１）【ファンドの名称】 

「みのりの投信（確定拠出年金専用）」（以下「みのりのＤＣ」といいます。） 

「みのりのＤＣ」は確定拠出年金法に基づいて個人等が拠出した資金を運用するためのファン

ドです。 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 

「みのりのＤＣ」は、株式会社ポートフォリアを委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を

受託会社とする契約型の追加型証券投資信託の受益権※１です。 

「みのりのＤＣ」の受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま

す。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の

振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機

関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または

記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

る受益権を「振替受益権」といいます。）。 

委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券※２

を発行しません。また、振替受益権には、無記名式や記名式の形態はありません。 

「みのりのＤＣ」について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲

覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供さ

れる予定の信用格付もありません。 

※１「受益権」とは、信託の利益を受けるお客様（受益者）の権利のことをいいます。

※２「受益証券」とは、投資信託（ファンド）の利益を受ける権利（受益権）を証券化したも

ののことをいいます。 

（３）【発行（売出）価額の総額】 

１兆円を上限とします。 

（４）【発行（売出）価格】 

購入申込受付日の翌営業日※１の基準価額※２とします。当初元本は１口あたり１円です。 

「みのりのＤＣ」の基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問合せください。また、

「みのりのＤＣ」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載され

ます。 

なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日（決算日）の基準価額とします。 

※１「営業日」とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日（以下「祝

日」といいます。）ならびに毎年12月31日、１月２日および１月３日（以下「年末年始」と

いいます。）以外の日をいいます。

※２「基準価額」とは純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算

日の受益権総数で除した金額をいいます。「みのりのＤＣ」は１万口あたりの価額で表示し

ます。

照会先 

（委託会社） 

株式会社ポートフォリア  マーケティング部 03-5414-5163 

<受付時間> 営業日の午前８時30分～午後５時30分 

ホームページアドレス https://portfolia.jp/
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（５）【申込手数料】 

販売会社が個別に定める手数料率とします。 

令和元年12月27日現在、申込手数料を徴収している販売会社ありません。 

 

（６）【申込単位】 

販売会社が定める申込単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。 

 

（７）【申込期間】 

令和元年６月29日から令和２年６月30日まで 

※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

（８）【申込取扱場所】 

販売会社にて申込みを取扱います。 

販売会社に関しては、下記の照会先までお問合せください。 

販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会

社にお問合せください。 

照会先 

（委託会社） 

株式会社ポートフォリア  マーケティング部 03-5414-5163 

<受付時間> 営業日の午前８時30分～午後５時30分 

ホームページアドレス https://portfolia.jp/ 

 

（９）【払込期日】 

購入申込者は、申込代金※を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。 

申込期間における各購入申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追

加設定が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座

に払込まれます。 

 

※「申込代金」とは、発行価格に購入申込口数を乗じた額に、申込手数料（税込）を加算した

額をいいます。 

 

（10）【払込取扱場所】 

購入申込を行った販売会社にて払込みの取扱いを行います。 

販売会社に関しては、前記（８）「申込取扱場所」照会先までお問合せください。 

販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売

会社にお問合せください。 

 

（11）【振替機関に関する事項】 

「みのりのＤＣ」の受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 

 

（12）【その他】 

①申込みの方法等 
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１）「みのりのＤＣ」の購入申込みは、前述の（８）「申込取扱場所」において、申込期間中の

販売会社の営業日に行うことができます。当該受益権の価額は、購入申込受付日の翌営業

日における基準価額とします。申込み単位は販売会社にお問合せください。 

２）クーリング・オフ制度（金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第 37条の６）の適

用はありません。 

３）申込証拠金はありません。申込代金には、利息はつきません。 

②購入申込者の制限 

「みのりのＤＣ」は確定拠出年金法に基づいて個人等が拠出した資金を運用するためのファン

ドです。購入申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンドの

購入申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限られます。詳細は、販売会社

にお問い合わせください。 

③購入申込受付の中止 

委託会社は、購入申込者の購入申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられる

と委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引

の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態などの諸事情により、金融商品市場ま

たは外国為替市場が閉鎖され、一時的に購入または解約等ができない場合等、その他やむを得

ない事情があるときは、委託会社の判断により「みのりのＤＣ」の購入申込の受付を中止する

ことおよびすでに受付けた購入申込の受付を取消すことができます。 

④日本以外の地域における発行 

該当事項はありません。 

⑤振替受益権について 

「みのりのＤＣ」の受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 (11)「振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとしま

す。 

「みのりのＤＣ」の収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 (11)「振替機関に

関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

（ご参考） 

投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）では、「みのりのＤＣ」の受益権

の発生・消滅・移転をコンピュータシステムによって管理します。「みのりのＤＣ」の設定・

解約・償還等はコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録

によって行われますので、受益証券は発行されません。 

⑥その他 

ご不明な点は、販売会社または下記の照会先にお問合せください。 

照会先 

（委託会社） 

株式会社ポートフォリア  マーケティング部 03-5414-5163 

<受付時間> 営業日の午前８時30分～午後５時30分 

ホームページアドレス https://portfolia.jp/ 
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【有価証券報告書】 

第一部【ファンド情報】 
 

第１【ファンドの状況】 
１【ファンドの性格】 

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】 

 ①ファンドの目的 

みのりのＤＣは、受益者（以下「お客様」といいます。）の資産形成のために、日本円でみた

資産の着実な成長を図ることを目的とし、「みのりの投信マザーファンド」（以下「マザーファ

ンド」といいます。）の受益証券を通じて、日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・

柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指します。 

 ②ファンドの基本的性格 

「みのりのＤＣ」は、「追加型投信／内外／株式」に属します。 

〔商品分類〕  〔属性区分〕 

単位型・ 

追加型 

投資対象 

地域 

投資対象資産 

（収益の源泉） 
 投資対象資産 

決算 

頻度 

投資対象 

地域 
投資形態 

為替 

ヘッジ 

単位型 
 
 

追加型 

国 内 
 
 

海 外 
 
 

内 外 
 

株   式 
 

債   券 
 

不動産投信 
 

その他資産 
 

資産複合 

 

株式 
一般 
大型株 
中小型株 

債券 

一般 
公債 
社債 
その他債券 
クレジット属性 

不動産投信 

その他資産 

（投資信託証券 

（株式）） 

資産複合 
資産配分固定型 
資産配分変更型 

年１回 
 

年２回 
 

年４回 
 

年６回 
（隔月） 

 
年12回 
（毎月） 

 
日 々 

 
その他 

グローバル 
（日本を含む） 

 
日本 

 
北米 

 
欧州 

 
アジア 

 
オセアニア 

 
中南米 

 
アフリカ 

 
中近東 
（中東） 

 
エマージング 

ファミリー 
ファンド 

 
 
 

ファンド 
・オブ・ 
ファンズ 

あ り 
（適時 
ヘッジ） 

 
 
 
 
 
 

な し 
 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

記載しています。 

（注）「みのりのＤＣ」が該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。 

 

〔商品分類の定義〕 

１）単位型投信・追加型投信の区分 

「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来

の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 

２）投資対象地域による区分 

「内外」とは、目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益

を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 
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３）投資対象資産による区分 

「株式」とは、目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

 

〔属性区分の定義〕 

１）投資対象資産による属性区分 

「その他資産（投資信託証券（株式））」とは、目論見書または信託約款において、組入資

産による主たる投資収益が実質的に株式に投資する投資信託を源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

２）決算頻度による属性区分 

「年１回」とは、目論見書または信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの

をいいます。 

３）投資対象地域による属性区分 

「グローバル（日本を含む）」とは、目論見書または信託約款において、組入資産による

投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

４）投資形態による属性区分 

「ファミリーファンド」とは、目論見書または信託約款において、親投資信託（ファン

ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象とするものをいいま

す。 

５）為替ヘッジによる属性区分 

「あり（適時ヘッジ）」とは、目論見書または信託約款において、一部の資産に為替のヘ

ッジを行う旨の記載があるものをいいます。 

※商品分類および属性区分の定義は、「みのりのＤＣ」に該当するものについてのみを記載し

ています。詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ

（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。 

 

③信託金の限度額 

「みのりのＤＣ」の信託金の限度額は１兆円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度

額を変更することができます。 

④ファンドの特色 

１）国内外の取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定株式を含みま

す。以下同じ。）を主要な投資対象とします。 

２）歴史観と世界観にもとづく「大局観」と、「人」を軸にした企業・市場分析とを融合する

ことにより、質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き、全体最適化したポートフ

ォリオによって、中長期的に絶対収益が得られるように運用します。 
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（２）【ファンドの沿革】 

平成28年９月30日 「みのりのＤＣ」の信託契約締結、設定・運用開始 

 

（３）【ファンドの仕組み】 

①ファンドの仕組み 

「みのりのＤＣ」はファミリーファンド方式で運用を行います。 

ファミリーファンド方式とは、お客様の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザ

ーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。 

 
 

※２「投資信託受益権等の募集・販売の取り扱い等に関する契約」とは、投資信託を販売するル

ールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。「みのりのＤＣ」の販売会社として、受

益権募集の取り扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配金・一部解約金・償

還金の支払い等を行うなどの内容が含まれています。 

※３「証券投資信託契約」とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定し

たものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取

り決めなどの内容が含まれています。 

 

②関係法人の概要 

 １）委託会社：株式会社ポートフォリア 

         信託約款、有価証券届出書および有価証券報告書の作成、信託財産の運用指図、目

論見書および運用報告書の作成等の業務を行います。 

２）受託会社：三井住友信託銀行株式会社 

         信託財産の保管・管理・信託財産の計算、設定された受益権の振替機関への通知、
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外国証券を保管管理する外国の保管銀行への指示連絡等の業務を行います。 

         受託会社は「みのりのＤＣ」の資産管理業務を再信託受託会社である日本トラステ

ィ・サービス信託銀行株式会社に委託します。 

３）販売会社：受益権の募集、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配

金・償還金および一部解約金の支払い、目論見書および運用報告書のお客様への交

付等の業務を行います。 

 

③委託会社の概況 

 １）名称 

株式会社ポートフォリア 

２）本店の所在の場所 

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目８番14号 

３）資本金の額（令和元年12月27日現在） 

   資本金 163百万円 

４）会社の沿革 

   平成22年11月25日 株式会社ポートフォリア設立 

   平成25年２月５日 金融商品取引業者登録 関東財務局長（金商）第2679号 

５）大株主の状況（令和元年12月27日現在） 

株主名 住所 所有株式数 比率 

立田 博司 東京都世田谷区 2,200株 100％ 

 

２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

 ①基本方針 

  「みのりのＤＣ」は、お客様の資産形成のために、日本円でみた資産の着実な成長を図ること

を目的とし、「マザーファンド」を通じて、日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・

柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指します。 

 ②投資態度 

１）主として「マザーファンド」の受益証券に投資します。 

    ２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。また原則として為替ヘッジを行いま

せんが、市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがあります。 

    ３）運用対象とする有価証券の価格変動リスク等を回避するため、株価指数先物取引等を利用

することがあります。 

    ４）デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定します。 

    ５）ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によ

っては、上記の運用ができない場合があります。 

 

（２）【投資対象】 

国内外の取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）に

投資する「マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。 

 ①「みのりのＤＣ」において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。（信託

約款第15条） 

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投
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信法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

(a) 有価証券 

(b) デリバティブ取引に係る権利（金商法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款第

21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。） 

(c) 金銭債権 

(d) 約束手形 

２）次に掲げる特定資産以外の資産 

(a) 為替手形 

 ②投資対象とする有価証券の指図範囲等（信託約款第16条第１項） 

委託会社（委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、運用の

指図に関する項目について同じ）は、信託金を次に掲げる有価証券（金商法第２条第２項の規

定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図しま

す。 

１）株券または新株引受権証書 

２）国債証券 

３）地方債証券 

４）特別の法律により法人の発行する債券 

５）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株

引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６）資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金商法第２条第１項第４号で定めるも

のをいいます。） 

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金商法第２条第１項第６号で定め

るものをいいます。） 

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金商法第２条第１項第７号で定めるものをいいま

す。） 

９）資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証

券（金商法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10）コマーシャル・ペーパー 

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券 

12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、第１号から第11号の証券または証書の

性質を有するもの 

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金商法第２条第１項第10号で定めるものをいい

ます。） 

14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金商法第２条第１項第11号で定める

ものをいいます。） 

15）外国貸付債権信託受益証券（金商法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 

16）オプションを表示する証券または証書（金商法第２条第１項第19号で定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。） 

17）預託証書（金商法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19）指定金銭信託の受益証券（金商法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。） 
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20）抵当証券（金商法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21）貸付債権信託受益権であって金商法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に表示されるべきもの 

22）外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第１号の証券、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券の性質を有

するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号ならびに第17号の

証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記載

する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社

債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人債券」および｢外国投資証券で投資法人債

券に類する証券｣を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 

 ③金融商品の指図範囲（信託約款第16条第２項） 

委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金商法第２条第２項

の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること

を指図することができます。 

１）預金 

２）指定金銭信託（金商法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

５）貸付債権信託受益権であって金商法第２条第２項第１号で定めるもの 

６）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

   ④その他の留意事項 

前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託会社が運用上必要と認める場合は、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運

用することの指図ができます。 

 

（３）【運用体制】 

「みのりのＤＣ」の運用体制は、次のとおりです。 

「みのりのＤＣ」の運用執行は、運用部が策定し投資政策委員会において審議・決定された

「運用計画書」にしたがい、運用部が行います。また、法令、信託約款および社内規程等の遵

守状況については、取締役、コンプライアンス部長および管理部長が、投資政策委員会におい

てチェックを行っています。 
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＜代表取締役社長＞ 

・ 投資政策委員会の委員長として、「基本計画書」、「運用計画書」、分配政策等を決定しま

す。 

 

＜投資政策委員会＞ 

・ 代表取締役社長、取締役（社外取締役を除く）、運用部長、コンプライアンス部長、管理

部長、トレーディング部長、マーケティング部マネージャーおよび主要運用担当者等がメ

ンバーとなり、原則として、毎月１回会議を開催します。 

・ 「基本計画書」、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて原則として毎月作成す

る「運用計画書」等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分析を行いま

す。 

・ コンプライアンスの観点から計画書の検証も行われます。 

 

＜運用部＞ 

・ 「基本計画書案」、「運用計画書案」を投資政策委員会に提出し、決定された「基本計画

書」、「運用計画書」にしたがって運用の指図を行います。 

・ 運用の実績について「運用実績報告書」を作成し、投資政策委員会へ提出します。 

・ 運用の指図に必要なマクロ・ミクロの調査・分析を行います。 

・ 運用の状況および運用リスクの調査・分析等をチェックします。 

 

＜取締役会＞ 

・ 投資政策委員会の決定に疑義が生じた場合に、コンプライアンス部長および管理部長から

の報告を受け、取締役会において再度審議を行います。 

 

＜コンプライアンス部＞ 

・ コンプライアンス面から、当社の運用業務のチェックを行います。 

・ 投資政策委員会に出席し、審議内容についてチェックし、必要に応じて運用にかかわる業

務改善を指示・命令します。コンプライアンスに関わる決定事項に疑義が生じた場合に

は、取締役会に報告を行います。 
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＜トレーディング部＞ 

・ 運用部からファンドに係る有価証券等の売買等の依頼を受け、取引を実行します。 

・ 法令諸規則に則り、コンプライアンスに配慮して、発注業務等を行うことが社内規程で義

務付けられています。 

 

＜管理部＞ 

（リスク管理） 

・ 投資制限やリスク等運用状況の管理を行い、必要に応じて運用部およびトレーディング部

に情報共有を行います。 

・ 投資政策委員会に出席し、審議内容についてチェックし、リスク管理に関わる決定事項に

疑義が生じた場合には、取締役会に報告を行います。 

（投信計理） 

・ 日々の純資産価額および基準価額の算出を行い、その内容を運用部および投資政策委員会

に報告します。 

・ 運用指図を行った有価証券等の約定、決済状況の確認を行います。 

 

このほか、信託財産の適正な運用の確保およびお客様との利益相反の防止等を目的として、各

種社内諸規程を設けています。 

 

   ＜委託会社による、受託会社に対する管理体制＞ 

受託会社に対しては日々の純資産総額の照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関

わる報告書を定期的に受け取っています。 

 

「みのりのＤＣ」の運用体制等は、令和元年12月27日現在のものであり今後変更となる場合が

あります。 

 

（４）【分配方針】 

 ①収益分配方針 

年１回の決算時（毎年３月31日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針にもと

づき、分配を行います。 

１）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みま

す。)等の全額とします。 

２）分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託

会社の判断により分配を行わない場合もあります。 

３）収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針にもとづき運

用を行います。 

（注）将来の分配金について保証するものではなく、分配を行わない場合もあります。 

 ②収益の分配方式 

１）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除

した額（以下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等

収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）と

の合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控

除した後、その残額をお客様に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて

るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 
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２）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信

託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあると

きは、その全額を売買益をもって補填した後、お客様に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

   ③収益分配金の支払 

１）「みのりのＤＣ」の決算日 

毎年３月31日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。 

２）分配金の支払 

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客

様（当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る

お客様を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権

で購入申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として購入申込者とします。）にお支払します。 

収益分配金は、原則として決算日の基準価額で「みのりのＤＣ」に再投資されます（手数

料はかかりません）。再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されま

す。 

 

＜分配金に関する留意事項＞ 

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が

支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買

益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日

と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における

「みのりのＤＣ」の収益率を示すものではありません。 

・お客様の「みのりのＤＣ」の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的に

は元本の一部払戻しに相当する場合があります。「みのりのＤＣ」購入後の運用状況によ

り、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 

 

（５）【投資制限】 

 １「みのりのＤＣ」の信託約款に定める投資制限は以下のとおりです。 

 １）株式の実質組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の50％を超えるものとします。 

２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

３）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の５％以下とします。 

４）信用リスク集中回避のための投資制限（信託約款第16条第５項） 

投資対象先および投資対象となる特定資産の売買を仲介する業者（証券会社・銀行等）が

破綻ないしは債務不履行に陥った場合（信用リスク）に備え、一般社団法人投資信託協会

の規則（以下「協会規則」といいます。）に定める一の者（有価証券の発行者およびデリ

バティブ取引等エクスポージャーの取引の相手方）に対する実質株式等エクスポージャー

（株式・投資信託の保有）、実質債券等エクスポージャー（債券・金融債権の保有）およ

び実質デリバティブ取引等エクスポージャー（信託約款第21条、第22条および第23条に定

める各デリバティブ取引・信託約款第24条、第25条、第26条および第28条に定めるその他

の取引により生じる債権）の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
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10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、協会規

則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 

５）デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第16条第６項） 

委託者は、信託約款第21条、第22条および第23条に定める各デリバティブ取引等はヘッジ

目的に限定して行うものとし、協会規則にしたがい各デリバティブ取引等の想定元本の総

額と、マザーファンドの信託財産に係る各デリバティブ取引等の想定元本のうち信託財産

に属するとみなした額との合計額（以下「デリバティブ取引等の想定元本の合計額」とい

います。）が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理を行います。 

６）有価証券先物取引等（信託約款第21条） 

委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお

ける有価証券先物取引（金商法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証

券指数等先物取引（金商法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価

証券オプション取引（金商法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに

委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指

図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま

す。（以下同じ。） 

②委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお

ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引

所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。 

③委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお

ける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引

所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができ

ます。 

７）スワップ取引（信託約款第22条） 

委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件

のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図すること

ができます。 

②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第４条に

定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約

が可能なものについてはこの限りではありません。 

③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額

と、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属

するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）

が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由

により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するス

ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。 

④前項においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託

財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元

本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ

ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

- 14 -



評価するものとします。 

⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

８）金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款第23条） 

委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。 

②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信

託約款第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期

間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。 

③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額

と、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属

するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）

が、信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま

す。）の時価総額と、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の

合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に

より、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本

の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委

託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと

します。 

④前項においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託

財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元

本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ

ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託

財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マ

ザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財

産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗

じて得た額をいいます。 

⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額

と、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属

するとみなした額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）

が、信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といい

ます。）の時価総額と、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総

額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価

総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の

事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定

元本の合計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合に

は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図する

ものとします。 

⑥第５項においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信

託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定

元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーフ

ァンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信
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託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と

は、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンド

の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。 

⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。 

⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れ

が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以

下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期

日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表され

る預金契約または金銭の貸借契約にもとづく債権の利率（以下「指標利率」といいま

す。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実

の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準と

した数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価

値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日ま

での期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直

物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいま

す。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場

と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条にお

いて同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替ス

ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じ

た額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭ま

たはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のス

ワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元

本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日にお

ける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを

合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の

金銭の授受を約する取引をいいます。 

９）有価証券の貸付の指図および範囲（信託約款第24条） 

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を

次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株

式の時価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

②第１項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超

える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも

のとします。 

10）有価証券の空売りの指図（信託約款第25条） 

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
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に属さない有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの

決済については、有価証券（信託財産により借入れた有価証券を含みます。）の引渡しま

たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

②前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内とします。 

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当

する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

11）有価証券の借入れの指図（信託約款第26条） 

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが

できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき

は、担保の提供の指図を行うものとします。 

②前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と

します。 

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当

する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 

④第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 

12）外国為替予約取引の指図および範囲（信託約款第28条） 

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。 

②前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に係

る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る為替

の売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないもの

とします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に係る外貨

建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避する

ためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③前項においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみ

なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの

信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割

合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のう

ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約の

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド

受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

④第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内に、その超える

額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも

のとします。 

 ２法令に基づく投資制限 

１）同一の法人の発行する株式への投資制限(投信法第９条) 

同一の法人の発行する株式について、次の(a)の数が(b)の数を超えることとなる場合に

は、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。 

(a) 委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数 
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(b) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数 

２）デリバティブ取引の取引制限（金商法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関する内閣

府令第130条第１項第８号） 

委託会社は運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標

に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が

定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産総額を超えることとなる場

合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約証券またはオプションを

表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、ま

たは継続することを内容とした運用を行わないものとします。 

３）信用リスク集中回避のための投資制限（金商法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関

する内閣府令第130条第１項第８号の２） 

委託会社は運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の

相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。）を適正に管理する方法

としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行

うことを内容とした運用を行わないものとします。 
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（参考）「みのりの投信マザーファンド」の投資方針 

(１)運用の基本方針 

 ①基本方針 

  「みのりの投信マザーファンド」は、お客様の資産形成のために、日本円でみた資産の着実な

成長を図ることを目的とし、日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への

規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指します。 

 ②投資態度 

１）歴史観と世界観にもとづく「大局観」と、「人」を軸にした企業・市場分析とを融合する

ことにより、質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き、全体最適化したポートフ

ォリオによって、中長期的に絶対収益が得られるように運用します。 

    ２）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。また原則として為替ヘッジを行いません

が、市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがあります。 

    ３）運用対象とする有価証券の価格変動リスク等を回避するため、株価指数先物取引等を利用

することがあります。 

４）デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定して行うものとします。 

    ５）ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によ

っては、上記の運用ができない場合があります。 

 

(２)投資対象 

国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みま

す。）を主要投資対象とします。 

（投資対象は「みのりのＤＣ」と同一ですので、「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの

状況 ２ 投資方針 （２）投資対象」をご覧ください。） 

 

(３)主な投資制限 

１）株式の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の50％を超えるものとします。 

２）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

３）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

４）有価証券先物取引等は、信託約款第18条の範囲で行います。 

５）スワップ取引は、信託約款第19条の範囲で行います。 

６）金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第20条の範囲で行います。 

７）協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ

びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合

には、協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 

８）委託者は、信託約款第18条、第19条および第20条に定める各デリバティブ取引等はヘッジ

目的に限定して行うものとし、協会規則にしたがい各デリバティブ取引等の想定元本の総

額が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理を行います。 

 

３【投資リスク】 

（１）投資リスク 

①「みのりのＤＣ」の投資リスク 

「みのりのＤＣ」は値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動き
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などの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、お客様の投資元本は保証

されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。「みのりのＤ

Ｃ」は預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべてお客様に帰属します。 

 

お客様には、「みのりのＤＣ」の内容・リスクを十分にご理解のうえ、購入の判断をしていただ

くようお願いします。なお、下記のリスクはすべてのリスクを網羅しているわけではありません

ので、ご注意ください。 

 

「みのりのＤＣ」が有する主なリスクは、次のとおりです。 

 

１）株価変動リスク 

「みのりのＤＣ」は、国内外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく受けま

す。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢な

どの影響を受け変動するため、株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し、投資元

本を割り込むことがあります。 

２）流動性リスク 

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない、ある

いは取引規制等の理由により、十分な流動性の下での取引が行えない、または取引が不可

能となる場合が生じること、を流動性リスクといいます。 

・流動性リスクによって有価証券等を期待する価格で売却あるいは取得できない場合

に、不測の損失を被り基準価額に影響を及ぼすリスクがあります。 

・「みのりのＤＣ」の解約金額が大きく、保有有価証券等を市場実勢より低い価格で売

却しなければならない場合や、流動性リスクから解約代金の確保が難しくなった場合

等には、換金性が制限される場合があります。 

（詳しくは「第一部 ファンド情報 第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続

等」をご覧ください。） 

３）信用リスク 

有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した

場合またはそれが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等

に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償

還金の支払いが滞る等の債務が不履行となることを信用リスクといいます。投資した企業

等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。 

４）為替変動リスク 

外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為

替相場が対円で下落した場合（円高の場合）には、円ベースの資産価格は下落し、「みの

りのＤＣ」の基準価額が下落する要因となります。 

５）カントリー・リスク 

一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要

因によって影響を受けます。その結果、「みのりのＤＣ」の投資対象有価証券の発行国の

政治、経済、社会情勢等の変化により、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動するこ

とがあります。 

６）金利変動リスク 

金利の変動により「みのりのＤＣ」の基準価額が変動するリスクをいいます。 
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・金利水準の大きな変動が株式市場に影響を及ぼすことがあります。 

 ・金融政策（マイナス金利）が短期金融市場に影響を及ぼし、その結果「みのりのＤ

Ｃ」が保有する現金等に手数料等が発生することがあります。 

７）ファミリーファンド方式に起因するリスク 

マザーファンドへ投資する他のベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの設定・

解約等によりマザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、

マザーファンドにおいて組入有価証券の売買等が生じた場合には、「みのりのＤＣ」の基

準価額に影響を及ぼすことがあります。 

８）繰上償還リスク 

「みのりのＤＣ」は、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、お客様のために

有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還され

ることがあります。 

９）為替取引の相手先に関するリスク 

「みのりのＤＣ」では、外貨建資産について適宜対円での為替ヘッジを行うことがありま

す。この場合、これらの取引には相手先の決済不履行リスクが伴います。 

 

②その他の留意点 

「みのりのＤＣ」を購入する際にお客様は以下の点にもご留意ください。 

１）市場の急変時等には、前記の投資方針にしたがった運用ができない場合があります。 

２）コンピュータ関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可

能性があります。 

３）投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構や保険契約者保護機構の保護の対

象ではありません。また、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 

 

（２）投資リスクに対する管理体制 

「みのりのＤＣ」では、以下のように投資リスク管理を行っています。 

 

＜内容および方法＞ 

①運用パフォーマンスの評価・分析 

１）運用部は、投資政策委員会に「運用実績報告書」を提出します。 

２）管理部は、管理している運用取引データにもとづき、投資政策委員会に運用状況を報告し

ます。 

３）投資政策委員会は、運用部・管理部からの報告を受けて、運用状況の把握、運用成果の分

析・管理を行います。 

②投資リスクの管理 

１）投資政策委員会は、管理部からの信託財産の投資リスク等の報告にもとづいて、運用部に

おけるリスク管理態勢を確認し、必要に応じて適切に対応します。 

２）投資政策委員会は、上記の様々な投資リスクの調査・分析を行い、運用部門その他関連部

署へフィードバックすることにより、適切な管理を行います。 

・投資環境の分析や市場動向の見通し等をふまえて、「株価変動リスク」や「為替変動リ

スク」「カントリー・リスク」「金利変動リスク」等の市場に関するリスクを総合的に判

断します。 

・また主として取引先に関わる「信用リスク」や「為替取引の相手先に対するリスク」に
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ついては、格付け情報等の外形的基準による定期的な確認とともに、取引先の財務内容

や経営状況等を含めた総合的な判断を行います。 

・特に「流動性リスク」に関しては、市場や規制動向、お客様の解約動向等を的確に把握

することにより、基準価額や換金性に影響が及ばないように確認を行います。 

３）管理部は、信託財産の投資リスクの状況および投資リスク管理等の状況を投資政策委員会

へ報告するとともに、重要な問題を発見した場合には、取締役会、投資政策委員会、代表

取締役社長、運用部長およびコンプライアンス部長へ適宜かつ的確に報告を行います。 

４）コンプライアンス部は、信託約款に定める投資範囲および投資制限の管理について、管理

部からのデータにもとづいて管理を行い、抵触する可能性が高まった場合には運用部長に

報告を求めます。 

５）コンプライアンス部は、投資リスク管理等の適切性および有効性を検証するために自主点

検を活用した内部監査を実施し、重要事項については取締役会に報告します。 

 

＜体制および役割＞ 

①取締役会 

運用組織・運用プロセス全体が機能しているかどうかについてモニタリングを実行し、結果に

応じ、各部署への調査・改善指導等を行います。 

②投資政策委員会 

１）代表取締役社長、取締役（社外取締役を除く）、運用部長、コンプライアンス部長、管理

部長、トレーディング部長、マーケティング部マネージャーおよび主要運用担当者等がメ

ンバーとなり、原則として、毎月１回会議を開催します。 

２）「基本計画書」、投資環境の分析、市場動向の見通し等をふまえて原則として毎月作成する

「運用計画書」等を審議・決定するほか、運用実績や運用リスクの調査分析を行います。 

３）管理部の運用状況報告および運用部の「運用実績報告書」を受けて、運用の状況および投

資リスクの調査・分析等を行います。 

４）コンプライアンスやリスク管理の観点からも、計画書の検証が行われます。 

③運用部 

１）「基本計画書案」、「運用計画書案」を投資政策委員会に提出し、決定された「基本計画

書」、「運用計画書」にしたがって運用の指図を行います。 

２）運用の実績について「運用実績報告書」を作成し、投資政策委員会へ提出します。 

３）運用の指図に必要なマクロ・ミクロの調査・分析を行います。 

４）運用の状況および投資リスクの調査・分析等をチェックします。 

④管理部 

１）投資制限やリスク等運用状況の管理を行い、投資制限への抵触に関する事項については、

管理部は、コンプライアンス部長および運用部長に報告します。 

２）投資リスク等の管理状況を適宜、投資政策委員会および取締役会に報告するとともに、投

資政策委員会の審議内容においてリスク管理に関わる決定事項に疑義が生じた場合には、

取締役会に報告を行います。 

３）日々の純資産価額および基準価額の算出を行い、その内容を運用部および投資政策委員会

に報告します。 

４）運用指図を行った有価証券等の約定、決済状況の確認を行います。 
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⑤コンプライアンス部 

１）コンプライアンス面から、運用業務のチェックを行います。 

２）投資政策委員会に出席し、審議内容についてチェックし、必要に応じて運用にかかわる業

務改善を指示・命令します。コンプライアンスに関わる決定事項に疑義が生じた場合に

は、取締役会に報告を行います。 

３）投資制限への抵触に関する事項について、コンプライアンス部長は、抵触の可能性が高ま

ったと判断した場合には、運用部長に対して意見を求め、または是正を要求します。是正

の要求を行った場合には、是正の効果をモニタリング・監視し、結果を投資政策委員会に

報告します。 

４）社内管理体制の適切性、有効性、法令や社内規定の遵守状況を検証・評価するために、内

部監査計画にもとづき内部監査を実施し、内部監査結果は代表取締役社長を通じて取締役

会へ報告します。具体的には社内各部の業務執行における法令や社内規程の遵守状況は自

主点検を活用して定期的に内部監査を行います。また、必要に応じて社内管理体制の適切

性、有効性を評価・検証しその効果を高めることを目的とした深度ある内部監査も行い、

高次元の提言により各部の改善を促します。 

 

※投資リスクに関する管理体制等は、令和元年12月27日現在のものであり、今後変更となる場合

があります。 
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（３）参考情報 

 

代表的な資産クラスとの騰落率との比較に用いた指数について 

騰落率は、指数算出会社が提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しており、その

内容について信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。ま

た、その騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等や、その騰落率の利用に

起因する損害および一切の問題についていかなる責任も負いません。 

各資産クラスの指数は以下の通りで、その著作権、商標権、知的財産権等一切の権利は各算出会社に

帰属します。 
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代表的な資産クラスの指数 

日本株・・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込） 

東京証券取引所 市場第一部の時価総額の動きを表す株価指数であり、東京証券取引所が市場第一部

に上場している全銘柄を対象として配当を込みで算出、公表しています。 

先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス（配当込・円ベース） 

MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国株式を対象として算出した指数で、配当を考慮した

ものです。 

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込・円ベース） 

MSCI Inc.が開発した、世界の新興国株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。 

日本国債・・・NOMURA-BPI 国債 

野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指

数です。 

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 

FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価

総額で加重平均した指数です。 

新興国債・・・JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グロー

バル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース） 

JP Morgan Securities LLC.が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象とし

た指数です。 

※株式指数は配当込となっています。 

※海外指数は為替ヘッジなしの円ベース表示となっています。 

 

４【手数料等及び税金】 

（１）【申込手数料】 

販売会社が個別に定める手数料率とします。 

令和元年12月27日現在、申込手数料を徴収している販売会社ありません。 

（２）【換金（解約）手数料】 

①換金手数料 

ありません。 

②信託財産留保額 

ありません。 

（３）【信託報酬等】 

 ①運用管理費用（信託報酬）の総額 

運用管理費用（信託報酬）の総額は、「みのりのＤＣ」の純資産総額に対し以下の料率を乗じ

て得た金額とし、毎日費用計上されます。運用管理費用は、委託会社、販売会社および受託会

社において以下のように配分されます。（料率は年率、カッコ内は税抜です。） 

なお、「みのりのＤＣ」の純資産総額が増加するにしたがいお客様が負担する費用が減少する

ことを目的として、運用管理費用の料率が逓減する仕組みとなっています。 
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支払先と 

役務の内容 

 

純資産総額 

 

委託会社 

 

運用の指図、基準

価額の計算、法定

書類の作成等 

販売会社 

 

口座の管理、事務

手続き、運用報告

書の送付等 

受託会社 

 

信託財産の管理、 

委託会社からの

運用指図の実行 

合計 

300億円以下の部分 
0.99％ 

（0.90％） 

0.66％ 

（0.60％） 

0.055％ 

（0.05％） 

1.705％ 

（1.55％） 

300億円超 

500億円以下の部分 

0.77％ 

（0.70％） 

0.66％ 

（0.60％） 

0.055％ 

（0.05％） 

1.485％ 

（1.35％） 

500億円超 

1,000億円以下の部分 

0.66％ 

（0.60％） 

0.66％ 

（0.60％） 

0.055％ 

（0.05％） 

1.375％ 

（1.25％） 

1,000億円超の部分 
0.55％ 

（0.50％） 

0.66％ 

（0.60％） 

0.055％ 

（0.05％） 

1.265％ 

（1.15％） 

 

②運用管理費用（信託報酬）の支払い 

１）運用管理費用は、毎計算期間の最初の６か月終了日および毎計算期間末または信託終了の

ときに費用計上されている金額が支払われます。 

２）信託報酬にかかる消費税等相当額は信託報酬の支払いの際に信託財産の中から支払いま

す。（税額は税法改正時には変更になります。） 

３）販売会社に配分される運用管理費用（代行手数料）は、委託会社がいったん信託財産から

収受した後、販売会社ごとの純資産総額に応じて支払います。 

 

（４）【その他の手数料等】 

①租税および立替金の利息 

信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息はお客様の負担とし、信託財産

から支払います。 

②信託事務の処理等に要する諸費用等 

信託事務の処理等に要する諸費用※、当該諸費用に係る消費税等相当額はお客様の負担とし、

信託財産から支払うことができます。 

まず、委託会社がこれらの諸費用の支払いを「みのりのＤＣ」に代わって支払います。これら

の諸費用の金額は委託会社が合理的に見積もり、毎日費用計上します。委託会社はこれらの諸

費用の合計額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産より受領します。 

なお、これらの諸費用の合計額は信託財産の純資産総額の年率0.11％（税抜0.1％）相当を上

限とします。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時これらの諸費用の年率

を見直すことができます。 

※諸費用には、監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券

報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届

出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。 

③有価証券の売買委託手数料等 

「みのりのＤＣ」の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料

に係る消費税等相当額、金銭信託等に課される手数料等および外国における資産の保管等に要

する費用等は、そのつど信託財産から支払われます。これらの費用は運用状況等により変動す

るため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 

④借入金の利息 

「みのりのＤＣ」において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払わ
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れます。 

なお、上記の手数料等の合計額については、お客様が「みのりのＤＣ」を保有される期間等に応

じて異なりますので、表示することができません。 

 

＜参考情報＞ 

「みのりのＤＣ」の第３期計算期間（平成30年４月３日から平成31年４月１日まで）における運

用・管理に関わる総経費率（トータル・エクスペンス・レシオ）※は1.726％となっています 

（運用・管理でかかった費用を、各月末の純資産総額の単純平均で除した総平均率です）。当期

の運用結果は、費用を差し引いた後の数字になります。 

 

※総経費率（トータル・エクスペンス・レシオ）については、ポートフォリアのホームページ

（https:// portfolia.jp/）にて「みのりの投信（確定拠出年金専用） 第３期交付運用報告

書」をご覧ください。 

 

（５）【課税上の取扱い】 

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 

確定拠出年金に係る掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法ならび

に道府県民税（都民税を含む。）および市町村民税（特別区民税を含む。）の課税について必要な

措置を講ずる（確定拠出年金法第86条）とされており、運用段階では非課税となります。 

したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する「みのりのＤ

Ｃ」の期中分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。 

 

 

（注）上記の内容は令和元年12月27日現在のものであり、税法が改正された場合等には変更にな

ることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されること

をお勧めします。 
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５【運用状況】 

以下は令和元年10月末日現在の運用状況です。 

 

みのりのＤＣ 

（１）【投資状況】 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 日本 1,453,094,663 100.13 

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,953,870 △0.13 

合計(純資産総額) 1,451,140,793 100.00 

(注１) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

(注２) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 

 

＜参考＞みのりの投信マザーファンド 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

株式 日本 28,716,900,900 81.13 

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,678,159,957 18.87 

合計(純資産総額) 35,395,060,857 100.00 

 

（２）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

 国／

地域 
種類 銘柄名 

数量又は 

額面総額 

帳簿価額 

単価 

(円) 

帳簿価額 

金額 

(円) 

評価額 

単価 

(円) 

評価額 

金額 

(円) 

投資 

比率 

(％) 

日本 
親投資信託

受益証券 

みのりの投信マ

ザーファンド 
863,139,093 1.5593 1,345,899,055 1.6835 1,453,094,663 100.13 

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。 

 

＜参考＞みのりの投信マザーファンド 

順 

位 

国／ 

地域 
種類 銘柄名 業種 

数量又は 

額面総額 

帳簿価額 

単価 

(円) 

帳簿価額 

金額 

(円) 

評価額 

単価 

(円) 

評価額 

金額 

(円) 

投資 

比率 

(％) 

1 日本 株式 パルグループホールディングス 小売業 509,500 3,199.50 1,630,147,804 3,430.00 1,747,585,000 4.94 

2 日本 株式 アダストリア 小売業 645,000 2,374.09 1,531,290,417 2,671.00 1,722,795,000 4.87 

3 日本 株式 太平洋セメント ガラス・土石製品 557,300 3,647.43 2,032,716,742 3,080.00 1,716,484,000 4.85 

4 日本 株式 バローホールディングス 小売業 925,500 2,530.02 2,341,537,529 1,854.00 1,715,877,000 4.85 

5 日本 株式 日精エー・エス・ビー機械 機械 395,400 3,291.36 1,301,403,744 3,915.00 1,547,991,000 4.37 

6 日本 株式 ＬＩＸＩＬグループ 金属製品 697,100 1,529.14 1,065,963,494 2,026.00 1,412,324,600 3.99 

7 日本 株式 ＩＤＯＭ 卸売業 3,059,500 308.55 944,008,725 459.00 1,404,310,500 3.97 

8 日本 株式 ローム 電気機器 160,900 7,205.80 1,159,414,240 8,660.00 1,393,394,000 3.94 

9 日本 株式 アネスト岩田 機械 1,310,000 989.95 1,296,834,500 1,041.00 1,363,710,000 3.85 

10 日本 株式 酉島製作所 機械 1,306,000 973.00 1,270,738,000 1,037.00 1,354,322,000 3.83 

11 日本 株式 サックスバー ホールディングス 小売業 1,476,900 1,138.78 1,681,866,952 893.00 1,318,871,700 3.73 

12 日本 株式 三井松島ホールディングス 鉱業 981,000 1,313.86 1,288,898,663 1,297.00 1,272,357,000 3.59 

13 日本 株式 スルガ銀行 銀行業 2,612,100 468.87 1,224,736,139 473.00 1,235,523,300 3.49 

14 日本 株式 ＳＢＳホールディングス 陸運業 692,000 1,792.29 1,240,270,670 1,785.00 1,235,220,000 3.49 

15 日本 株式 ペガサスミシン製造 機械 2,202,600 623.92 1,374,265,277 543.00 1,196,011,800 3.38 
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16 日本 株式 サトーホールディングス 機械 332,600 2,639.71 877,967,546 3,205.00 1,065,983,000 3.01 

17 日本 株式 ラック 情報・通信業 811,900 1,490.22 1,209,917,599 1,307.00 1,061,153,300 3.00 

18 日本 株式 津田駒工業 機械 672,300 1,912.00 1,285,437,600 1,256.00 844,408,800 2.39 

19 日本 株式 日本電産 電気機器 48,600 14,280.01 694,008,542 16,085.00 781,731,000 2.21 

20 日本 株式 キュービーネットホールディングス サービス業 261,700 2,195.53 574,571,326 2,427.00 635,145,900 1.79 

21 日本 株式 アオイ電子 電気機器 233,600 2,359.23 551,117,284 2,370.00 553,632,000 1.56 

22 日本 株式 ジャストシステム 情報・通信業 113,000 2,900.16 327,718,906 4,470.00 505,110,000 1.43 

23 日本 株式 ゴールドクレスト 不動産業 200,600 1,501.00 301,100,600 2,240.00 449,344,000 1.27 

24 日本 株式 豆蔵ホールディングス 情報・通信業 189,300 1,070.00 202,551,000 1,779.00 336,764,700 0.95 

25 日本 株式 神戸物産 卸売業 55,000 2,035.00 111,925,000 3,205.00 176,275,000 0.50 

26 日本 株式 大塚商会 情報・通信業 39,700 4,175.00 165,747,500 4,390.00 174,283,000 0.49 

27 日本 株式 メニコン 精密機器 45,000 3,170.97 142,693,650 3,845.00 173,025,000 0.49 

28 日本 株式 エレコム 電気機器 40,800 3,429.47 139,922,376 4,220.00 172,176,000 0.49 

29 日本 株式 サイゼリヤ 小売業 57,800 2,144.00 123,923,200 2,459.00 142,130,200 0.40 

30 日本 株式 ホーチキ 電気機器 5,900 1,165.00 6,873,500 1,519.00 8,962,100 0.03 

 

種類別及び業種別の投資比率 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 100.13 

合計 100.13 

 

＜参考＞みのりの投信マザーファンド 

種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 

株式 国内 鉱業 3.59 

ガラス・土石製品 4.85 

金属製品 3.99 

機械 20.83 

電気機器 8.22 

精密機器 0.49 

陸運業 3.49 

情報・通信業 5.87 

卸売業 4.47 

小売業 18.78 

銀行業 3.49 

不動産業 1.27 

サービス業 1.79 

合計     81.13 

 

  

- 29 -



②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 

（３）【運用実績】 

①【純資産の推移】 

令和元年10月末日および同日前１年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次の

とおりです。 

期別 
純資産総額（円） １口あたり純資産額（円） 

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付） 

第１計算期間末 (平成29年３月31日) 110,715,520 110,715,520 1.1711 1.1711 

第２計算期間末 (平成30年４月２日) 674,503,264 674,503,264 1.3726 1.3726 

第３計算期間末 (平成31年４月１日) 1,044,189,860 1,044,189,860 1.1183 1.1183 

 平成30年10月末日 831,064,245 ― 1.1489 ― 

     11月末日 927,040,660 ― 1.2128 ― 

     12月末日 825,973,689 ― 1.0363 ― 

 平成31年１月末日 907,446,655 ― 1.0837 ― 

     ２月末日 974,598,119 ― 1.1050 ― 

     ３月末日 1,026,008,500 ― 1.0991 ― 

     ４月末日 1,082,459,811 ― 1.1324 ― 

 令和元年５月末日 1,075,303,846 ― 1.0756 ― 

     ６月末日 1,160,648,308 ― 1.0973 ― 

     ７月末日 1,242,004,409 ― 1.1282 ― 

     ８月末日 1,234,181,041 ― 1.0775 ― 

     ９月末日 1,348,171,043 ― 1.1376 ― 

     10月末日 1,451,140,793 ― 1.1930 ― 

 

②【分配の推移】 

期 計算期間 1口当たりの分配金（円） 

第１計算期間 平成28年９月30日～平成29年３月31日 0.0000 

第２計算期間 平成29年４月１日～平成30年４月２日 0.0000 

第３計算期間 平成30年４月３日～平成31年４月１日 0.0000 

 

③【収益率の推移】 

期 計算期間 収益率（％） 

第１計算期間 平成28年９月30日～平成29年３月31日 17.1 

第２計算期間 平成29年４月１日～平成30年４月２日 17.2 

第３計算期間 平成30年４月３日～平成31年４月１日 △18.5 

第４中間計算期間 平成31年４月２日～令和元年10月１日 3.8 

(注) 収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額を控除した額を前

計算期間末の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た率です。 
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（４）【設定及び解約の実績】 

期 計算期間 
設定口数 

（口） 

解約口数 

（口） 

発行済み口数 

（口） 

第１計算期間 平成28年９月30日～平成29年３月31日 112,728,490 18,185,796 94,542,694 

第２計算期間 平成29年４月１日～平成30年４月２日 574,128,435 177,273,035 491,398,094 

第３計算期間 平成30年４月３日～平成31年４月１日 627,304,739 184,976,284 933,726,549 

第４中間計算期間 平成31年４月２日～令和元年10月１日 313,262,115 61,816,223 1,185,172,441 

(注1) 本邦外における設定および解約の実績はありません。 

(注2) 第１計算期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 
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＜参考情報＞ 
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第２【管理及び運営】 

１【申込（販売）手続等】 

(１)購入の申込期間 

  令和元年６月29日から令和２年６月30日まで 

※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

(２)申込取扱場所 

販売会社にて申込みを取扱います。 

販売会社に関しては、下記の照会先までお問合せください。 

販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会

社にお問合せください。 

照会先 

（委託会社） 

株式会社ポートフォリア  マーケティング部 03-5414-5163 

<受付時間> 営業日の午前８時30分～午後５時30分 

ホームページアドレス https://portfolia.jp/ 

 

(３)購入単位 

 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。 

 

(４)購入価額 

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口あたり１円）とします。 

「みのりのＤＣ」の基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問合せください。また、「み

のりのＤＣ」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日（決算日）の基準価額とします。 

照会先 

（委託会社） 

株式会社ポートフォリア  マーケティング部 03-5414-5163 

<受付時間> 営業日の午前８時30分～午後５時30分 

ホームページアドレス https://portfolia.jp/ 

 

（５）購入代金 

お客様は、販売会社が定める日までに購入代金を当該販売会社に支払うものとします。 

 

（６）申込手数料 

販売会社が個別に定める手数料率とします。 

令和元年12月27日現在、申込手数料を徴収している販売会社ありません。 

 

（７）購入申込受付日 

原則として、営業日に購入申込を受付けます。ただし、営業日であっても海外休業日は申込

の受付を行わない日があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 

 

（８）クーリング・オフ非適用 

「みのりのＤＣ」の購入において、「書面による契約の解除」（クーリング・オフ）の適用はあ

りません。 
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（９）購入申込受付の中止および取消 

金融商品取引所等における取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、

信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で「みのりのＤＣ」の受益権の購入申込の受付を

中止すること、およびすでに受付けた購入申込の受付を取り消す場合があります。 

当該受付中止以前に行った当日の購入申込の受付が中止された場合、お客様が申込を撤回しな

い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に申込を受付けたものとし

ます。 

 

２【換金（解約）手続等】 

(１) 換金の申込 

お客様は、販売会社を通じて、受益権の換金の申込をすることができます。 

 

(２) 換金方法 

解約（一部解約の実行の請求）制度により、換金できます。詳しくは販売会社にお問合わせく

ださい。 

 

(３) 換金申込受付日 

販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日および海外休業日を除きます。）に換金の申込を

することができます。ただし、販売会社によって換金取扱日が異なる場合があります。詳しく

は販売会社にお問合わせください。 

 

(４) 大口換金の制限 

「みのりのＤＣ」の残高、市場の流動性の状況等によっては、その資金管理を円滑に行うため、

委託会社の判断により換金（一部解約）の金額に制限を設ける場合や換金の申込（一部解約の

実行の請求）の受付時間に制限を設ける場合があります。 

 

(５) 換金単位 

販売会社が個別に定める単位とします。 

 

(６) 換金価額 

換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

「みのりのＤＣ」の基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問合せください。また、「み

のりのＤＣ」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

照会先 

（委託会社） 

株式会社ポートフォリア  マーケティング部 03-5414-5163 

<受付時間> 営業日の午前８時30分～午後５時30分 

ホームページアドレス https://portfolia.jp/ 

 

(７) 信託財産留保額 

ありません。 

 

(８) 換金代金 

換金代金は、換金申込受付日から起算して５営業日目から、販売会社において支払います。 
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(９) 換金申込受付の中止および取消し 

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得

ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で換金の申込（一部解約

の実行の請求）の受付を中止すること、およびすでに受付けた換金の申込（一部解約の実行の

請求）の受付を取り消す場合があります。その際、お客様は下記のとおり換金の申込みを撤回

することができます。 

 

＜換金の申込みを撤回する場合＞ 

換金の申込（一部解約の実行の請求）の受付が中止された場合に、お客様は当該受付中止以

前に行った当日の換金の申込（一部解約の実行の請求）を撤回できます。 

 

＜換金の申込みを撤回しない場合＞ 

換金の申込み（一部解約の実行の請求）の受付が中止された際にお客様がその換金の申込（一

部解約の実行の請求）を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額

の計算日に換金の申込（一部解約の実行の請求）を受付けたものとします。換金の申込（一

部解約の実行の請求）をされるお客様は、その口座が開設されている振替機関等に対してそ

のお客様の申込に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解

約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

 

(10) お問合わせ先 

「みのりのＤＣ」の換金手続等についてご不明な点がある場合には、販売会社までお問合せく

ださい。販売会社につきましては、下記の照会先にお問合せください。 

照会先 

（委託会社） 

株式会社ポートフォリア  マーケティング部 03-5414-5163 

<受付時間> 営業日の午前８時30分～午後５時30分 

ホームページアドレス https://portfolia.jp/ 

 

３【資産管理等の概要】 

（１）【資産の評価】 

①基準価額の計算方法 

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。）

を法令および協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除

した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を

いいます。基準価額は、便宜上、１万口あたりに換算した価額で表示します。 

なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金そ

の他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における当日の

対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが

国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 
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②有価証券などの評価基準 

信託財産に属する資産については、法令および協会規則にしたがって時価評価します。「みのり

のＤＣ」の主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。 

対象 評価方法 

親投資信託受益証券 

（みのりの投信マザーファンド） 

原則として、基準価額計算日の基準価額

で評価します。 

 

（注）親投資信託（マザーファンド）に属する資産の評価方法は以下のとおりです。 

国内株式：原則として、基準価額計算日における取引所の最終相場で評価します。 

海外株式：原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の金融商品取引所の最終相場で評

価します。 

外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算し

ます。 

外国為替取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価し

ます。 

③基準価額の算出頻度と公表 

基準価額は、原則として、委託会社で毎営業日に計算しています。 

「みのりのＤＣ」の基準価額については、販売会社または下記の照会先にお問合せください。 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に1万口あたりの価額で掲載されます。 

照会先 

（委託会社） 

株式会社ポートフォリア  マーケティング部 03-5414-5163 

<受付時間> 営業日の午前８時30分～午後５時30分 

ホームページアドレス https://portfolia.jp/ 

 

（２）【保管】 

該当事項はありません。 

 

（３）【信託期間】 

「みのりのＤＣ」の信託期間は、証券投資信託契約締結日（平成28年９月30日）から無期限で

すが、下記「（５）その他 ①信託の終了」の規定に該当する場合には、それぞれの規定にもと

づく信託終了の日までとします。 

 

（４）【計算期間】 

原則として、毎年４月１日から翌年３月31日までとします。 

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のときは、各計

算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま

す。 

 

（５）【その他】 

①信託の終了 

１）委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ

ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨およ

びその内容を監督官庁に届出ます。 
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（a）信託契約の一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合 

（b）この信託契約を解約することがお客様のため有利であると認めるとき、もしくはその他や

むを得ない事情が発生したとき 

委託会社は、上記に従い信託を終了させる場合には、次の手続により行います。 

（ⅰ）委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議（以下「書面決

議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託

契約の解約の理由などの事項を定め、当該書面決議の日の２週間前までに、この信託契約

に係る知れているお客様に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を

発します。 

（ⅱ）前記ⅰの書面決議において、お客様（受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこ

の信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以

下本項において同じ。））は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することが

できます。なお、知れているお客様が議決権を行使しないときは、当該知れているお客様

は、書面決議について賛成したものとみなします。 

（ⅲ）前記ⅰの書面決議は、議決権を行使することができるお客様の議決権の３分の２以上に

当たる多数をもって行います。 

（ⅳ）前記ⅰからⅲまでの規定は、次に掲げる場合には、適用しません。 

（a）信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ⅰか

らⅲまでの規定による信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合 

（b）委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信

託契約に係るすべてのお客様が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合 

２）委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社は、その命令

に従い、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

３）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

き、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの

信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託

は、後述の「②信託約款の変更」の２）の書面決議によりその存続が否定された場合を除

き、当該委託会社と受託会社との間において、存続します。 

４）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合におい

て、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信

託を終了させます。 

②信託約款の変更 

１）委託会社は、お客様の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を変更することまたはこの信託と他の信託と

の併合（投信法第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以

下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およ

びその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は、「②信託約款の変更」に定める方法

以外の方法によって変更することができないものとします。 

２）委託会社は、前項の事項について、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益にお

よぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行います。この場合におい

て、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託約款の変更の理由などの事項を定め、当該書

面決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れているお客様に対し、書面をもっ

てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
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３）前項の書面決議において、お客様（受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信

託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本

項において同じ。））は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができ

ます。 

なお、知れているお客様が議決権を行使しないときは、当該知れているお客様は、書面決

議について賛成したものとみなします。 

４）上記２）の書面決議は、議決権を行使することができるお客様の議決権の３分の２以上に

当たる多数をもって行います。なお、知れているお客様が議決権を行使しないときは、当

該知れているお客様は、書面決議について賛成したものとみなします。 

５）上記３）および４）の規定は、委託会社が重大な信託約款の変更について提案をした場合

において、当該提案につき、この信託契約に係る全てのお客様が書面または電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときには、適用しません。 

③反対者の買取請求権の不適用 

「みのりのＤＣ」は基準価額が毎日算出され、当該価額にてお客様が換金（解約）を行うこと

ができる委託者指図型投資信託に該当するため、書面決議における反対者の受託者に対する買

取請求権がなくても受益者に不利益を与えないため、反対者の買取請求権は適用されません（投

信法第18条）。 

④運用報告書 

委託会社は毎計算期間の末日および償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有

価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。 

１）交付運用報告書は、販売会社を通じてお客様に交付します。 

２）運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、お客様から

運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。 

ホームページアドレス https://portfolia.jp/ 

⑤信託財産に関する報告 

受託会社は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する

報告書を作成して、これを委託会社に提出します。 

⑥受託会社の辞任および解任に伴う取扱い 

１）受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ

の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えた場合、その他重要な事由が生じたときは、

委託会社またはお客様は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が

辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「②信託約款の変

更」の規定に従い、新受託会社を選任します。 

２）委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は、信託契約を解約し、

「みのりのＤＣ」を償還させます。 

⑦公告 

委託会社がお客様に対してする公告は、電子公告の方法により行い次のアドレスに掲載します。

https://portfolia.jp/ 

電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、

日本経済新聞に掲載します。 

⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約の業務
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を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により、事業の全部または一部を承継さ

せることがあります。これに伴い、この信託契約の事業を承継させることがあります。 

⑨関係法人との契約の更改 

委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間

満了の１ヶ月（または３ヶ月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表

示のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと

同様とします。 

⑩信託約款に関する疑義の取扱い 

信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。 

 

４【受益者の権利等】 

受益者（以下「お客様」といいます。）の有する主な権利は次のとおりです。 

①収益分配金および償還金に対する請求権 

お客様は、「みのりのＤＣ」の収益分配金・償還金を自分が保有している受益権の口数に応じて

受け取る権利を有します。 

収益分配金・償還金は、原則として決算日・信託終了日から起算して５営業日までの間に支払

います。 

ただし、お客様が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日

から10年間請求を行わない場合はその権利を失います。 

②換金（解約請求権） 

お客様は、自分が保有している「みのりのＤＣ」の受益権について販売会社を通じて、委託会

社に換金（解約）の請求をすることができます。 

換金は、お客様が換金（解約）申込を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目か

らお客様にお支払いします。 

③帳簿書類の閲覧権 

お客様は、委託会社に対し、そのお客様に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求

することができます。 

④繰上償還および重大な約款変更に関する書面決議権 

お客様は、「みのりのＤＣ」が繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、お持ち

の受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。 

- 39 -



第３【ファンドの経理状況】 

 

（１）「みのりの投信（確定拠出年金専用）」の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産

の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

（２）「みのりの投信（確定拠出年金専用）」は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、

第３期計算期間（平成30年４月３日から平成31年４月１日まで）の財務諸表について、イデア監

査法人により監査を受けております。 

 

（３）「みのりの投信（確定拠出年金専用）」の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」とい

う。）ならびに同規則第38条の３および第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づい

て作成しております。 

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

（４）「みのりの投信（確定拠出年金専用）」は、金融商品取引法第 193条の２第１項の規定に基づ

き、第４期中間計算期間（平成 31 年４月２日から令和元年 10 月１日まで）の中間財務諸表

について、イデア監査法人による中間監査を受けております。 
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１【財務諸表】 

（１）【貸借対照表】 

  （単位：円） 

 
第2期 

平成30年 4月 2日現在 

第3期 

平成31年 4月 1日現在 

資産の部   

流動資産   

親投資信託受益証券 677,009,358 1,051,577,160 

未収入金 563,439 244,052 

流動資産合計 677,572,797 1,051,821,212 

資産合計 677,572,797 1,051,821,212 

負債の部   

流動負債   

未払解約金 563,439 244,052 

未払受託者報酬 80,842 238,299 

未払委託者報酬 2,425,252 7,149,001 

流動負債合計 3,069,533 7,631,352 

負債合計 3,069,533 7,631,352 

純資産の部   

元本等   

元本 491,398,094 933,726,549 

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） 183,105,170 110,463,311 

（分配準備積立金） 3,538,009 7,096,933 

元本等合計 674,503,264 1,044,189,860 

純資産合計 674,503,264 1,044,189,860 

負債純資産合計 677,572,797 1,051,821,212 
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（２）【損益及び剰余金計算書】 

  （単位：円） 

 

第2期 

自 平成29年 4月 1日 

至 平成30年 4月 2日 

第3期 

自 平成30年 4月 3日 

至 平成31年 4月 1日 

営業収益   

有価証券売買等損益 25,527,344 △145,138,010 

営業収益合計 25,527,344 △145,138,010 

営業費用   

受託者報酬 200,062 443,200 

委託者報酬 6,001,657 13,295,948 

営業費用合計 6,201,719 13,739,148 

営業利益又は営業損失（△） 19,325,625 △158,877,158 

経常利益又は経常損失（△） 19,325,625 △158,877,158 

当期純利益又は当期純損失（△） 19,325,625 △158,877,158 

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 
17,516,573 △21,798,935 

期首剰余金又は期首欠損金（△） 16,172,826 183,105,170 

剰余金増加額又は欠損金減少額 216,022,691 127,077,132 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 － － 

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 216,022,691 127,077,132 

剰余金減少額又は欠損金増加額 50,899,399 62,640,768 

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 50,899,399 62,640,768 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 － － 

分配金 － － 

期末剰余金又は期末欠損金（△） 183,105,170 110,463,311 
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（３）【注記表】 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

 

 

 

 

２ 収益及び費用の計上基準 
 
 
３ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 
 

 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価して

おります。 

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基

準価額に基づいて評価しております。 

 

有価証券売買等損益 

約定日基準で計上しております。 

 

ファンドの計算期間 

 当ファンドは、原則として毎年3月31日を計算期

間の末日としておりますが、前計算期間および当計

算期間においては当該日が休業日のため、当計算期

間は平成30年4月3日から平成31年4月1日までとなっ

ております。 

 

 

（貸借対照表に関する注記） 

 
第２期 

平成30年４月２日現在 

第３期 

平成31年４月１日現在 

１ 計算期間の末日に

おける受益権の総

数 

 

２ 計算期間の末日に

おける1単位当た

りの純資産の額 

491,398,094口 

 

 

 

１口当たり純資産額 1.3726円 

（１万口当たり純資産額13,726円） 

933,726,549口 

 

 

 

１口当たり純資産額 1.1183円 

（１万口当たり純資産額11,183円） 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第２期 

自 平成29年４月１日 

至 平成30年４月２日 

第３期 

自 平成30年４月３日 

至 平成31年４月１日 

分配金の計算過程 

計算期間末における費用控除後の配当等収益

（1,752,784円）、費用控除後、繰越欠損金補

填後の有価証券売買等損益（56,268円）、信

託約款に規定する収益調整金（179,567,161

円）及び分配準備積立金（1,728,957円）よ

り分配対象収益は、183,105,170円（１万口

あたり3,726.18円）であり、基準価額水準と

市場動向等を勘案して、当期の収益分配金は

見送らせて頂きました。 

分配金の計算過程 

計算期間末における費用控除後の配当等収益

（4,430,775円）、費用控除後、繰越欠損金補

填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款

に規定する収益調整金（103,366,378円）及

び分配準備積立金（2,666,158円）より分配

対象収益は、110,463,311円（１万口あたり

1,183.01円）であり、基準価額水準と市場動

向等を勘案して、当期の収益分配金は見送ら

せて頂きました。 
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（金融商品に関する注記） 

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

第２期 

自 平成29年４月１日 

至 平成30年４月２日 

第３期 

自 平成30年４月３日 

至 平成31年４月１日 

（１）金融商品に対する取組方針 

「みのりの投信（確定拠出年金専

用）」は、証券投資信託であり、

投資信託約款に規定する「運用の

基本方針」に従っております。 

（２）金融商品の内容及びリスク 

「みのりの投信（確定拠出年金専

用）」が保有する金融商品の種類

は、有価証券、コール・ローン等

の金銭債権及び金銭債務でありま

す。その詳細を附属明細表に記載

しております。 

これらの金融商品に係るリスク

は、市場リスク（価格変動）、信

用リスク、流動性リスクでありま

す。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

委託会社では、運用執行部門であ

る運用部において自ら運用リスク

管理を行うとともに、運用執行部

門とは独立した管理部が「運用リ

スク管理等規程」に従い、各種リ

スクを監視しております。また、

その状況を取締役会より運用リス

ク管理に関する機能を委任される

投資政策委員会に定期的に報告し

ております。 

（４）金融商品の時価等に関する事項

の補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に

基づく価額のほか、市場価格がな

い場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額

の算定においては、一定の前提条

件等を採用しているため、異なる

前提条件等に拠った場合、当該価

額が異なることもあります。 

（１）金融商品に対する取組方針 

同左 

 

 

 

（２）金融商品の内容及びリスク 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）金融商品の時価等に関する事項の

補足説明 

同左 
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

第２期 

平成30年４月２日現在 

第３期 

平成31年４月１日現在 

（１）金融商品の時価及び貸借対照表計

上額との差額 

金融商品はすべて時価で計上され

ているため、貸借対照表計上額と

時価との差額はありません。 

（２）金融商品の時価の算定方法 

①有価証券 

重要な会計方針に係る事項に関す

る注記に記載しております。 

②コール・ローン等の金銭債権及び

金銭債務 

これらは短期間で決済されるた

め、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額を時

価としております。 

（１）金融商品の時価及び貸借対照表計

上額との差額 

同左 

 

 

（２）金融商品の時価の算定方法 

同左 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

第２期 

自 平成29年４月１日 

至 平成30年４月２日 

第３期 

自 平成30年４月３日 

至 平成31年４月１日 

該当事項はありません。 

 

同左 

 

（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 

種類 

第２期 

平成30年４月２日現在 

第３期 

平成31年４月１日現在 

当計算期間の損益に含まれ

た評価差額 

当計算期間の損益に含まれ

た評価差額 

親投資信託受益証券 8,187,180円 △118,273,890円 

合計 8,187,180円 △118,273,890円 

 

（デリバティブ取引に関する注記） 

第２期 

平成30年４月２日現在 

第３期 

平成31年４月１日現在 

該当事項はありません。 

 

同左 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 
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（その他の注記） 

 第２期 

自 平成29年４月１日 

至 平成30年４月２日 

第３期 

自 平成30年４月３日 

至 平成31年４月１日 

信託財産に係る期首元本額、

期中追加設定元本額及び期中

一部解約元本額 

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

 

 

 

94,542,694円 

574,128,435円 

177,273,035円 

 

 

 

491,398,094円 

627,304,739円 

184,976,284円 

 

（４）【附属明細表】 
① 有価証券明細表 
○ 株式（平成31年４月１日現在） 

該当事項はありません。 
 

○ 株式以外の有価証券（平成31年４月１日現在） 
種類 銘柄 券面総額 評価額(円） 備考 

親投資信託 

受益証券 

みのりの投信 

マザーファンド 
672,191,997 1,051,577,160  

 
② 信用取引契約残高明細表 

該当事項はありません。 
 

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 
該当事項はありません。 
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参考 

「みのりの投信（確定拠出年金専用）」は「みのりの投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象と

しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証

券です。なお、当ファンドの計算期間末日（以下「期末日」）における同親投資信託の状況は次のとお

りであります。 

 

「みのりの投信マザーファンド」の状況 

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 

 

（１）貸借対照表 
  （単位：円） 

 平成30年 4月 2日現在 平成31年 4月 1日現在 

資産の部   

流動資産   

金銭信託 582,638 453,760 

コール・ローン 429,470,251 3,857,123,088 

株式 36,109,812,400 28,804,740,700 

未収入金 － 162,835,127 

未収配当金 303,815,800 349,453,450 

流動資産合計 36,843,681,089 33,174,606,125 

資産合計 36,843,681,089 33,174,606,125 

負債の部   

流動負債   

未払金 155,430,476 51,777,855 

未払解約金 58,536,762 11,885,345 

未払利息 1,176 10,567 

流動負債合計 213,968,414 63,673,767 

負債合計 213,968,414 63,673,767 

純資産の部   

元本等   

元本 19,349,758,395 21,165,189,899 

剰余金   

剰余金又は欠損金（△） 17,279,954,280 11,945,742,459 

元本等合計 36,629,712,675 33,110,932,358 

純資産合計 36,629,712,675 33,110,932,358 

負債純資産合計 36,843,681,089 33,174,606,125 
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（２）注記表 
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

 

（１）株式 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま

す。 

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券につい

てはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、

直近の日の最終相場）で評価しております。 

 

２ 収益及び費用の計上基

準 

 

（１）受取配当金 

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予

想配当金額を計上しております。 

（２）有価証券売買等損益 

約定日基準で計上しております。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

 平成30年４月２日現在 平成31年４月１日現在 

１ 計算期間の末日における受

益権の総数 

 

19,349,758,395口 

 

21,165,189,899口 

２ 計算期間の末日における１

単位当たりの純資産の額 

 

１口当たり純資産額 

1.8930円 

（１万口当たり純資産額 

18,930円） 

１口当たり純資産額 

1.5644円 

（１万口当たり純資産額 

15,644円） 

 

（金融商品に関する注記） 

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

自 平成29年４月１日 

至 平成30年４月２日 

自 平成30年４月３日 

至 平成31年４月１日 

（１）金融商品に対する取組方針 

「みのりの投信マザーファンド」は、

証券投資信託であり、投資信託約款に

規定する「運用の基本方針」に従って

おります。 

（１）金融商品に対する取組方針 

同左 

 

（２）金融商品の内容及びリスク 

「みのりの投信マザーファンド」が保

有する金融商品の種類は、有価証券、

コール・ローン等の金銭債権及び金銭

債務であります。その詳細を附属明細

表に記載しております。 

これらの金融商品に係るリスクは、市

場リスク（価格変動）、信用リスク、流

動性リスクであります。 

（２）金融商品の内容及びリスク 

同左 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

委託会社では、運用執行部門である運

用部において自ら運用リスク管理を行

うとともに、運用執行部門とは独立し

た管理部が「運用リスク管理等規程」

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

同左 
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に従い、各種リスクを監視しておりま

す。また、その状況を取締役会より運

用リスク管理に関する機能を委任され

る投資政策委員会に定期的に報告して

おります。 

（４）金融商品の時価等に関する事項の補

足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づ

く価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定において

は、一定の前提条件等を採用している

ため、異なる前提条件等に拠った場

合、当該価額が異なることもありま

す。 

（４）金融商品の時価等に関する事項の補

足説明 

同左 

 

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

平成30年４月２日現在 平成31年４月１日現在 

（１）金融商品の時価及び貸借対照表計上

額との差額 

金融商品はすべて時価で計上されてい

るため、貸借対照表計上額と時価との

差額はありません。 

（１）金融商品の時価及び貸借対照表計上

額との差額 

同左 

 

（２）金融商品の時価の算定方法 

①有価証券 

重要な会計方針に係る事項に関する

注記に記載しております。 

②コール・ローン等の金銭債権及び金

銭債務 

これらは短期間で決済されるため、

時価は帳簿価額にほぼ等しいことか

ら、当該帳簿価額を時価としており

ます。 

（２）金融商品の時価の算定方法 

同左 

 

 

（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 

種類 

平成30年４月２日現在 平成31年４月１日現在 

当計算期間の損益に 

含まれた評価差額 

当計算期間の損益に 

含まれた評価差額 

株式 1,573,745,834円 △5,276,686,829円 

合計 1,573,745,834円 △5,276,686,829円 

 

（デリバティブ取引に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 
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（その他の注記） 

 
自 平成29年４月１日 

至 平成30年４月２日 

自 平成30年４月３日 

至 平成31年４月１日 

信託財産に係る期首元本額、

期中追加設定元本額及び期中

一部解約元本額 

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

 

期末元本額 

期末元本の内訳* 

みのりの投信 

みのりの投信（確定拠出年

金専用） 

みのりの投信（投資一任専

用） 

 

 

 

8,277,491,348円 

13,968,337,422円 

2,896,070,375円 

 

19,349,758,395円 

 

18,992,120,065円 

357,638,330円 

 

-円 

 

 

 

19,349,758,395円 

6,070,929,898円 

4,255,498,394円 

 

21,165,189,899円 

 

19,915,190,539円 

672,191,997円 

 

577,807,363円 

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 

 

（３）附属明細表 

①有価証券明細表 

○ 株式（平成31年４月１日現在） 
（単位：円） 

銘 柄 株式数 
評価額 

備考 
単価 金額 

三井松島ホールディングス 965,000 1,316.00 1,269,940,000  

太平洋セメント 430,100 3,855.00 1,658,035,500  

ＬＩＸＩＬグループ 995,400 1,536.00 1,528,934,400  

津田駒工業 672,300 1,912.00 1,285,437,600  

ペガサスミシン製造 2,109,000 628.00 1,324,452,000  

日精エー・エス・ビー機械 231,100 3,805.00 879,335,500  

サトーホールディングス 207,100 2,639.00 546,536,900  

酉島製作所 1,367,100 973.00 1,330,188,300  

アネスト岩田 1,376,200 992.00 1,365,190,400  

日本電産 58,000 14,250.00 826,500,000  

ホーチキ 277,800 1,165.00 323,637,000  

アオイ電子 204,500 2,423.00 495,503,500  

ローム 173,500 7,190.00 1,247,465,000  

メニコン 91,300 3,190.00 291,247,000  

ＳＢＳホールディングス 495,600 1,897.00 940,153,200  
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豆蔵ホールディングス 872,200 1,070.00 933,254,000  

ラック 675,900 1,520.00 1,027,368,000  

ジャストシステム 174,400 2,822.00 492,156,800  

大塚商会 143,400 4,175.00 598,695,000  

神戸物産 161,700 4,070.00 658,119,000  

ＩＤＯＭ 3,826,100 318.00 1,216,699,800  

アダストリア 485,200 2,475.00 1,200,870,000  

パルグループホールディングス 297,600 3,100.00 922,560,000  

サイゼリヤ 429,800 2,144.00 921,491,200  

バローホールディングス 605,700 2,780.00 1,683,846,000  

サックスバー ホールディングス 1,409,500 1,141.00 1,608,239,500  

スルガ銀行 1,208,600 520.00 628,472,000  

ゴールドクレスト 845,500 1,501.00 1,269,095,500  

キュービーネットホールディングス 152,400 2,174.00 331,317,600  

合 計 20,942,000  28,804,740,700  

 

○ 株式以外の有価証券（平成31年４月１日現在） 

該当事項はありません。 

 
② 信用取引契約残高明細表 

該当事項はありません。 

 
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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中間財務諸表 

みのりの投信（確定拠出年金専用） 

（１）【中間貸借対照表】 

 
（単位：円） 

 
第３期 

平成31年 4月 1日現在 

第４期中間計算期間末 

令和元年10月 1日現在 

資産の部   

流動資産   

親投資信託受益証券 1,051,577,160 1,385,957,087 

未収入金 244,052 1,046,941 

流動資産合計 1,051,821,212 1,387,004,028 

資産合計 1,051,821,212 1,387,004,028 

負債の部   

流動負債   

未払解約金 244,052 1,046,941 

未払受託者報酬 238,299 313,117 

未払委託者報酬 7,149,001 9,393,446 

流動負債合計 7,631,352 10,753,504 

負債合計 7,631,352 10,753,504 

純資産の部   

元本等   

元本 933,726,549 1,185,172,441 

剰余金   

中間剰余金又は中間欠損金（△） 110,463,311 191,078,083 

（分配準備積立金） 7,096,933 6,684,255 

元本等合計 1,044,189,860 1,376,250,524 

純資産合計 1,044,189,860 1,376,250,524 

負債純資産合計 1,051,821,212 1,387,004,028 
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】 

 

（単位：円） 

 

第３期中間計算期間 

自 平成30年 4月 3日 

至 平成30年10月 2日 

第４期中間計算期間 

自 平成31年 4月 2日 

至 令和元年10月 1日 

営業収益   

有価証券売買等損益 △47,938,309 63,946,160 

営業収益合計 △47,938,309 63,946,160 

営業費用   

受託者報酬 204,901 313,117 

委託者報酬 6,146,947 9,393,446 

営業費用合計 6,351,848 9,706,563 

営業利益又は営業損失（△） △54,290,157 54,239,597 

経常利益又は経常損失（△） △54,290,157 54,239,597 

中間純利益又は中間純損失（△） △54,290,157 54,239,597 

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は

一部解約に伴う中間純損失金額の分配額

（△） 

△9,922,555 △532,335 

期首剰余金又は期首欠損金（△） 183,105,170 110,463,311 

剰余金増加額又は欠損金減少額 88,697,490 33,083,680 

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損

金減少額 
- - 

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損

金減少額 
88,697,490 33,083,680 

剰余金減少額又は欠損金増加額 42,788,251 7,240,840 

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損

金増加額 
42,788,251 7,240,840 

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損

金増加額 
- - 

分配金 - - 

中間剰余金又は中間欠損金（△） 184,646,807 191,078,083 
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（３）【中間注記表】 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 
 
 
 

 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価してお

ります。 

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準

価額に基づいて評価しております。 

 

２ 収益及び費用の計上基準 
 

 

有価証券売買等損益 

約定日基準で計上しております。 
 

３ 金融商品の時価等に関

する事項の補足説明 

 

 

 

 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定におい

ては一定の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ

ともあります。 

 

４ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

当ファンドの計算期間は原則として、毎年４月１

日から翌年３月31日までとなっております。ただ

し、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当

日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終

了日は、該当日の翌営業日といたしますので、当

中間計算期間は平成31年４月２日から令和元年10

月１日までとなっております。 

 

（中間貸借対照表に関する注記） 

第３期 

平成31年４月１日現在 

第４期中間計算期間末 

令和元年10月１日現在 

１ 計算期間の末日における受益権の総数 

933,726,549口 

 

２ 計算期間の末日における1単位当たりの

純資産の額 

１口当たりの純資産額   1.1183円 

（10,000口当たり純資産額11,183円） 

１ 中間計算期間の末日における受益権の総数 

1,185,172,441口 

 

２ 中間計算期間の末日における1単位当たり

の純資産の額 

１口当たりの純資産額   1.1612円 

（10,000口当たり純資産額11,612円） 

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

 該当事項はありません。 
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（金融商品に関する注記） 

金融商品の時価等に関する事項 

第３期 

平成31年４月１日現在 

第４期中間計算期間末 

令和元年10月１日現在 

１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 

貸借対照表上の金融商品は原則として

すべて時価で評価しているため、貸借

対照表計上額と時価との差額はありま

せん。 

１ 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 

中間貸借対照表上の金融商品は原則と

してすべて時価で評価しているため、

中間貸借対照表計上額と時価との差額

はありません。 

 

２ 時価の算定方法 

○有価証券 

（重要な会計方針に係る事項に関する

注記）に記載しております。 

○コール・ローン等の金銭債権及び金

銭債務 

これらの科目は短期間で決済されるた

め、帳簿価額は時価と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。 

 

２ 時価の算定方法 

○有価証券 

（重要な会計方針に係る事項に関する

注記）に記載しております。 

○コール・ローン等の金銭債権及び金銭

債務 

これらの科目は短期間で決済されるた

め、帳簿価額は時価と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。 

 

（その他の注記） 

１ 元本の移動 

第３期 

自 平成30年４月３日 

至 平成31年４月１日 

第４期中間計算期間 

自 平成31年４月２日 

至 令和元年10月１日 

期首元本額             491,398,094円 

期中追加設定元本額      627,304,739円 

期中一部解約元本額    184,976,284円 

期首元本額            933,726,549円 

期中追加設定元本額     313,262,115円 

期中一部解約元本額      61,816,223円 

 

２ デリバティブ取引関係 

該当事項はありません。 
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参考 

 

「みのりの投信（確定拠出年金専用）」は「みのりの投信マザーファンド」受益証券を主要投資対

象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信

託の受益証券です。 

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。 

 

１ 「みのりの投信マザーファンド」の状況 

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 

 

（１）貸借対照表 

（単位：円） 

 平成31年 4月 1日現在 令和元年10月 1日現在 

資産の部   

流動資産   

金銭信託 453,760 224,661 

コール・ローン 3,857,123,088 4,685,867,976 

株式 28,804,740,700 29,711,299,600 

未収入金 162,835,127 274,805,245 

未収配当金 349,453,450 231,657,300 

流動資産合計 33,174,606,125 34,903,854,782 

資産合計 33,174,606,125 34,903,854,782 

負債の部   

流動負債   

未払金 51,777,855 55,560,952 

未払解約金 11,885,345 51,271,326 

未払利息 10,567 12,837 

流動負債合計 63,673,767 106,845,115 

負債合計 63,673,767 106,845,115 

純資産の部   

元本等   

元本 21,165,189,899 21,265,270,809 

剰余金   

剰余金又は欠損金（△） 11,945,742,459 13,531,738,858 

元本等合計 33,110,932,358 34,797,009,667 

純資産合計 33,110,932,358 34,797,009,667 

負債純資産合計 33,174,606,125 34,903,854,782 
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（２）注記表 

 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 
１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

 

 

 

 

 

２ 収益および費用の計上

基準 

 

 

 

 

３ 金融商品の時価等に関

する事項の補足説明 

 

（１）株式 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており

ます。 

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券につ

いてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合に

は、直近の日の最終相場）で評価しております。 

 

（１）受取配当金 

原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予

想配当金額を計上しております。 

（２）有価証券売買等損益 

約定日基準で計上しております。 

 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。 

 
（貸借対照表に関する注記） 

平成31年４月１日現在 令和元年10月１日現在 

１ 当該計算期間の末日における受益権の総数 

21,165,189,899口 

  

２ 当該計算期間の末日における1単位当たりの

純資産の額 

1口当たり純資産額      1.5644円 

（10,000口当たりの純資産額 15,644円） 

１ 当該計算期間の末日における受益権の総数 

21,265,270,809口 

  

２ 当該計算期間の末日における1単位当たりの

純資産の額 

1口当たり純資産額      1.6363円 

（10,000口当たりの純資産額 16,363円） 

 

（金融商品に関する注記） 
金融商品の時価等に関する事項 

平成31年４月１日現在 令和元年10月１日現在 

１ 貸借対諸表計上額、時価及び差額 

貸借対照表上の金融商品は原則としてす

べて時価で評価しているため、貸借対照

表計上額と時価との差額はありません。 

 

２ 時価の算定方法 

○有価証券 

１ 貸借対諸表計上額、時価及び差額 

同左 

 

 

 

２ 時価の算定方法 

○有価証券 
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（重要な会計方針に係る事項に関する

注記）に記載しております。 

○コール・ローン等の金銭債権及び金銭

債務 

これらの科目は短期間で決済されるた

め、帳簿価額は時価と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。 

同左 

 

○コール・ローン等の金銭債権及び金銭

債務 

同左 

 

（その他の注記） 
自 平成30年4月３日 

至 平成31年４月１日 

自 平成31年4月２日 

至 令和元年10月１日 

元本の移動及び期末元

本額の内訳 

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

 

期末元本額 

期末元本の内訳* 

みのりの投信 

みのりの投信（確

定拠出年金専用） 

みのりの投信（投

資一任専用） 

 

 

19,349,758,395円 

6,070,929,898円 

4,255,498,394円 

 

21,165,189,899円 

 

19,915,190,539円 

672,191,997円 

 

577,807,363円 

元本の移動及び期末元

本額の内訳 

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

 

期末元本額 

期末元本の内訳* 

みのりの投信 

みのりの投信（確

定拠出年金専用） 

みのりの投信（投

資一任専用） 

 

 

21,165,189,899円 

1,614,106,303円 

1,514,025,393円 

 

21,265,270,809円 

 

19,674,822,877円 

847,006,715円 

 

743,441,217円 

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 
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２【ファンドの現況】 

【純資産額計算書】 

令和元年10月末日現在 

Ⅰ 資産総額 1,458,177,066 円  

Ⅱ 負債総額 7,036,273 円  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,451,140,793 円  

Ⅳ 発行済口数 1,216,391,542 口  

Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1930 円  

  （1万口当たり純資産額） （11,930 円） 

 

（参考）みのりの投信マザーファンド 

令和元年10月末日現在 

Ⅰ 資産総額 35,495,672,269 円  

Ⅱ 負債総額 100,611,412 円  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,395,060,857 円  

Ⅳ 発行済口数 21,025,033,565 口  

Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6835 円  

  （1万口当たり純資産額） （16,835 円） 
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 
（１）名義書換 

該当事項はありません。 

（２）受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

（３）受益権の譲渡（信託約款第13条） 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益

権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に

記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの

でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位

機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記

載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③前記①に規定する振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断

したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

（４）受益権の譲渡の対抗要件（信託約款第14条） 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に

対抗することができません。 

（５）償還金（信託約款第43条） 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還

日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前

に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益

権については原則として購入申込者とします。）に支払います。 

（６）受益権の再分割（信託約款第７条） 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにした

がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

（７）質権口記載または記録の受益権の取扱い（信託約款第47条） 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、換金申込の受付、換金代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による

ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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第二部【委託会社等の情報】 

第１【委託会社等の概況】 
１【委託会社等の概況】 

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。 

半期代替書面については、（https://portfolia.jp/）でもご覧いただけます。 

２【事業の内容及び営業の概況】 

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。 

３【委託会社等の経理状況】 

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。 

（１）【貸借対照表】 

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりで

す。 

（２）【損益計算書】 

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりで

す。 

（３）【株主資本等変動計算書】 

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載の

とおりです。 
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４【利害関係人との取引制限】 

委託会社は、「金商法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が

禁止されています。 

① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う

こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜

させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、

もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし

て内閣府令で定めるものを除きます。）。

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の

親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取

引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま

す。以下④、⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有

していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政

令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融

デリバティブ取引を行うこと。

④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を

行うこと。

⑤ 上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、

投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる

おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】 

（１）定款の変更

該当事項はありません。

（２）訴訟事件その他の重要事項

該当事項はありません。
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運用の基本方針 

 

信託約款第 18 条の規定にもとづき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

1．基本方針 

「みのりの投信（確定拠出年金専用）」は、お客様の資産形成のために、日本円でみた資産の着実な

成長を図ることを目的とし、「みのりの投信マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）

を通じて、日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によっ

て、“階段型”の基準価額上昇を目指します。 

 

2．運用方法 

(1)投資対象 

マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 

(2)投資態度 

①主としてマザーファンドの受益証券に投資します。 

②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。また原則として為替ヘッジを行いませんが、

市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがあります。 

③運用対象とする有価証券の価格変動リスク等を回避するため、株価指数先物取引等を利用するこ

とがあります。 

④ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、

上記の運用ができない場合があります。 

 

(3)投資制限 

①株式の実質組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の 50％を超えるものとします。 

②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

③投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産

総額の 5％以下とします。 

④有価証券先物取引等は、信託約款第 21 条の範囲で行います。 

⑤スワップ取引は、信託約款第 22 条の範囲で行います。 

⑥金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第 23 条の範囲で行います。 

⑦一般社団法人投資信託協会の規則（以下「協会規則」といいます。）に定める一の者に対する実

質株式等エクスポージャー、実質債券等エクスポージャーおよび実質デリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％以内

とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、協会規則にしたがい当該比率以内と

なるよう調整を行います。 

⑧委託者は、協会規則にしたがい信託約款第 21 条、第 22 条および第 23 条に定めるデリバティブ取

引等の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理を行います。 

 

3．収益分配方針 

年 1回の決算時（毎年 3月 31 日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針にもとづき、
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分配を行います。 

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の

全額とします。 

②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託者の判断に

より分配を行わない場合もあります。 

③収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針にもとづき運用を行い

ます。 

（注）将来の分配金について保証するものではなく、分配を行わない場合もあります。 
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追加型証券投資信託 

みのりの投信（確定拠出年金専用） 

信託約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第 1条  この信託は、証券投資信託であり、株式会社ポートフォリアを委託者とし、三井住友信託銀行株

式会社を受託者とします。 

②この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けま

す。 

（信託事務の委託） 

第 2条 受託者は、信託法第 28 条第 1号にもとづく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につ

いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認

可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2

条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、

第 17 条第 1項、第 17 条第 2項および第 29 条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結

し、これを委託することができます。 

②前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがな

い場合に行うものとします。 

（信託の目的、金額および限度額） 

第 3条  委託者は、金 10 万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けま

す。 

②委託者は、受託者と合意のうえ、金 1兆円を限度として信託金を追加することができるものとし、

追加信託を行ったときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。 

③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第 4条  この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 48 条第 1 項、第 48 条第 2 項、第 49 条第 1 項、

第 50 条第 1 項および第 52 条第 2 項の規定による信託終了の日または投資信託契約解約の日まで

とします。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第 5条  この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）

第 2条第 3項第 1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」

といいます。）第 2条第 8項で定める公募により行われます。 

（当初の受益者） 

第 6条  この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込

者とし、第 7 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属

します。 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条  委託者は、第 3条第 1項による受益権については 10 万口、追加信託によって生じた受益権につ

いては、これを追加信託のつど第 8条第 1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

②委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）



5  

に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

 

（追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法） 

第 8条  追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数

を乗じて得た金額とします。 

②この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第

26 条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および協会規則にしたがって時価評価して得

た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算

日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以

下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算に

ついては、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

③第 28 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場

の仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 10 条  この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託

者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に

規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口

座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機

関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替

口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

②委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ

れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存

在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行

しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、

無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ

の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな

記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機

関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替

口座簿への新たな記載または記録を行います。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第 11 条 受託者は、投資信託契約締結日に生じた受益権については投資信託契約締結時に、追加信託に

より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受

益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

（受益権の申込単位、価額および手数料） 

第 12 条 指定販売会社（委託者の指定する金商法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行

う者および委託者の指定する金商法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同

じ。）は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、指定販売会
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社が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとしま

す。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」といい

ます。）を結んだ受益者に係る収益分配金の再投資の場合は、1円以上 1円単位をもって取得の申

込みに応ずることができるものとします。なお、海外の投資対象の運用に係る決済が困難と見込

まれるおそれがあるとして委託者が別に定める日（以下「海外休業日」といいます。）には、受

益権の取得の申込みは受付ないものとします。 

②前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設

されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該

取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得

申込みの代金（第 3 項または第 5 項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をい

います。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録

を行うことができます。 

③第 1 項の受益権の価額は、この投資信託契約締結日以降は、取得申込受付日の翌営業日の基準価

額に、第 4 項に規定する手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費

税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約締結

日前の取得申込みに係る当該価額は、1口につき 1円に第 4項に規定する手数料および当該手数料

に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところによるものとします。 

⑤第 3 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約にもとづいて収益分配金を再投資する場合

の受益権の価額は、原則として、第 37 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑥第 1項から第 5項の規定にかかわらず、取引所（金商法第 2条第 16 項に規定する金融商品取引所

および金商法第 2条第 17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金商法第 2条第 8項第 3号ロ

に規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における

取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖その他やむを得

ない事情があるときは、委託者の判断により、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中

止すること、およびすでに受付た取得申込みの受付を取り消すことができます。 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また

は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に

は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）

に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行わ

れるよう通知するものとします。 

③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な

る場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、

振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 
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第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投信法第 2条第 1項で定めるものをいいます。以下

同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金商法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、第 21 条、

第 22 条および第 23 条に定めるものに限ります。） 

ハ．金銭債権 

ニ．約束手形 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第 16 条 委託者は、信託金を主として、株式会社ポートフォリアを委託者とし、三井住友信託銀行株式

会社を受託者として締結された「みのりの投信マザーファンド」（以下「マザーファンド」とい

います。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）ならびに次に掲げる有

価証券（金商法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま

す。）に投資することを指図します。 

1.株券または新株引受権証書 

2.国債証券 

3.地方債証券 

4.特別の法律により法人の発行する債券 

5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受

権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金商法第 2条第 1項第 4号で定めるものを

いいます。） 

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金商法第 2条第 1項第 6号で定めるも

のをいいます。） 

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金商法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいいます。） 

9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券

（金商法第 2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。） 

10.コマーシャル・ペーパー 

11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ

び新株予約権証券 

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 1 号から第 11 号の証券または証書の性

質を有するもの 

13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金商法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま

す。） 

14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金商法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるも
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のをいいます。） 

15.外国貸付債権信託受益証券（金商法第 2条第 1項第 18 号で定めるものをいいます。） 

16.オプションを表示する証券または証書（金商法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。） 

17.預託証書（金商法第 2条第 1項第 20 号で定めるものをいいます。） 

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19.指定金銭信託の受益証券（金商法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。） 

20.抵当証券（金商法第 2条第 1項第 16 号で定めるものをいいます。） 

21.貸付債権信託受益権であって金商法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証

券に表示されるべきもの 

22.外国の者に対する権利で第 21 号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第 1 号の証券、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 1 号の証券の性質を有

するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券および第 12 号ならびに第 17 号の

証券または証書のうち第 2号から第 6号までの証券の性質を有するもの、および第 14 号に記載す

る証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」と

いい、第 13 号および第 14 号の証券（「投資法人債券」および｢外国投資証券で投資法人債券に類

する証券｣を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 

②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金商法第 2 条第 2 項

の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを

指図することができます。 

1.預金 

2.指定金銭信託（金商法第 2条第 1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3.コール・ローン 

4.手形割引市場において売買される手形 

5.貸付債権信託受益権であって金商法第 2条第 2項第 1号で定めるもの 

6.外国の者に対する権利で第 5号の権利の性質を有するもの 

③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を第 2 項に掲げる金融商品により運用するこ

との指図ができます。 

④委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する投

資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総

額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤委託者は、協会規則に定める一つの者に対する株式エクスポージャー、債券等エクスポージャー

およびデリバティブ取引等エクスポージャーの時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当

該株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャ

ーのうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、原則としてそれぞれ信託財産の純資産総

額の 100 分の 10、合計で 100 分の 20 以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に

は、協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 

⑥委託者は、協会規則にしたがい第 21 条、第 22 条および第 23 条に定めるデリバティブ取引等の想
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定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理を行います。 

⑦前 4 項および 5 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン

ド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（利害関係人等との取引等） 

第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投信法ならび

に関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間にお

いて信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行

うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第 29 条第 1項に定める信託業務の委託先およ

びその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条ならびに第 16 条第 1 項

および第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条から第 26 条まで、第 28 条および第 32 条

から第 34 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 

②受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うこと

ができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができ

るものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③委託者は、金商法、投信法ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取

締役、執行役および委託者の利害関係人等（金商法第 31 条の 4第 3項および同条第 4項に規定す

る親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間

で、第 15 条ならびに第 16 条第 1項および第 2項に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条から第

26 条まで、第 28 条および第 32 条から第 34 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行う

ことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、

当該行為を行うことができます。 

④前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条

第 3項の通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図

を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上

場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式

の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、

新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証

券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資

することを指図することができるものとします。 

（信用取引の指図範囲） 

第 20 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指

図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ

り行うことの指図をすることができるものとします。  

②前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
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る当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総

額の範囲内とします。  

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総

額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部

を決済するための指図を行うこととします。 

④第 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総

額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（先物取引等の運用指図、目的および範囲） 

第 21 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における

有価証券先物取引（金商法第 28 条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等

先物取引（金商法第 28 条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション

取引（金商法第 28 条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める

外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、

選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。） 

②委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金

利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における

これらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。 

③委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通

貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における

通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。 

（スワップ取引の運用指図、目的および範囲） 

第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異

なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換

する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。 

②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間

を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて

はこの限りではありません。 

③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザ

ーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした

額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産

総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減

少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に

は、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものと

します。 

④前項においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に

属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価

総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
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るものとします。 

⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲） 

第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金

利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。 

②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として第 4 条に

定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能な

ものについてはこの限りではありません。 

③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザ

ーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした

額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産に係るヘ

ッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額と、マザーフ

ァンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と

の合計額（以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとし

ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額

が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超

えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部

の解約を指図するものとします。 

④前項においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に

属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価

総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利

商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘ

ッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す

るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザ

ーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした

額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産に係るヘ

ッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザ

ーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし

た額との合計額（以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えない

ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の

合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合

計額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取

引の一部の解約を指図するものとします。 

⑥第 5 項においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産

に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額に

マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外
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貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係

るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産

に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算

出した価額で評価するものとします。 

⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要

と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決

済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）

までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸

借契約にもとづく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決

めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた

金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率

の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期

間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取

引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条におい

て同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に

係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取

り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引

いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日

における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日におけ

る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額

を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国

為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日

までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引

いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第 24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の

各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価

合計額を超えないものとします。 

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する

公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし

ます。 

（有価証券の空売りの指図） 

第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
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さない有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい

ては、有価証券（信託財産により借入れた有価証券を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより

行うことの指図をすることができるものとします。  

②前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内

とします。  

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する売付けの

一部を決済するための指図をするものとします。 

（有価証券の借入れの指図） 

第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ

ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提

供の指図を行うものとします。 

②前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する借り入れ

た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 

④第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 27 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図および範囲） 

第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ

とができます。 

②前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に係る為替

の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る為替の売予約とマ

ザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と

の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財

産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に係る外貨建資産のうち信託財産に属すると

みなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について

は、この限りではありません。 

③前項においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした

額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純

資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみな

した額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産

の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た

額をいいます。 

④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内に、その超える額に相

当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

（信託業務の委託等） 
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第 29 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める

信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者（受託者の利害関係人を

含みます。）を委託先として選定します。 

1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められ

ること 

3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行

う体制が整備されていること 

4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が第 1 項各号に掲げる基準に適

合していることを確認するものとします。 

③前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める

者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

1．信託財産の保存に係る業務 

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行

為に係る業務 

4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

  ④保管費用は信託財産より支弁します。 

（混蔵寄託） 

第 30 条 金融機関または金融商品取引業者（金商法第 2条第 9項に規定する者をいいます。本条におい

ては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。）から、売買代金

および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行され

た譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保

管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるもの

とします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 31 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする

こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま

す。 

②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、

すみやかに登記または登録をするものとします。 

③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属す

る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するも

のとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理

することがあります。 

④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算

を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 

第 32 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求な
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らびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第 33 条 委託者は、前条の規定によるマザーファンド受益証券の一部解約代金、有価証券の売却代金、

有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびそ

の他の収入金を再投資することを指図することができます。 

（資金の借入れ） 

第 34 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払

資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コー

ル市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有

価証券等の運用は行わないものとします。 

②一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産

で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当

該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合

計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総

額の 10％を超えないこととします。 

③収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業

日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 

第 35 条 委託者の指図にもとづく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属

します。 

（受託者による資金の立替え） 

第 36 条 信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式

の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるとき

は、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこ

れを定めます。 

（信託の計算期間） 

第 37 条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとすることを原則とします。た

だし、第 1計算期間は、投資信託契約締結日から平成 29 年 3月 31 日までとします。 

②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と

いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の

計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期

間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告等） 



16  

第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成してこれを委託者に

提出します。 

②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成してこれを委託者

に提出します。 

③受託者は、前 2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3項に定める報告は

行わないこととします。 

④受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこと

のできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそ

れのない情報を除き、信託法第 38 条第 1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできない

ものとします。 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第 39 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは

できません。 

1．他の受益者の氏名または名称および住所 

2．他の受益者が有する受益権の内容 

（信託事務の諸費用および監査費用） 

第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）、信

託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）および受託者の立て替え

た立替金の利息（以下本条第 2 項及び第 3 項の費用を含めて「諸経費」といいます。）は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

②信託財産に係る諸費用は、委託者が当該費用に係る金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ第

37 条に定める各計算期間を通じて毎日、一定率又は一定金額を計上するものとし毎計算期末また

は信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。 

③諸費用の支払いをこの信託のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資

産総額に 10,000 分の 10 の率を乗じて得た金額を上限として、第 37 条に定める計算期間を通じて

毎日計上するものとし、当該費用に係る消費税等に相当する金額とともに、毎計算期末または信

託終了のとき投資信託財産中から支弁します。 

④第 1 項に定める信託事務の処理等に要する諸経費は、マザーファンドに関連して生じた諸経費の

うちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生

じたと認めるものを含みます。 

（信託報酬等の総額および支弁の方法） 

第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財

産の純資産総額に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とします。 

 300 億円以下の部分・・・・・・・・・・・・年 10,000 分の 155 

 300 億円超 500 億円以下の部分・・ ・・・・年 10,000 分の 135 

 500 億円超 1,000 億円以下の部分・ ・・・・年 10,000 分の 125 

 1,000 億円超の部分・・・・・・・・・・・・年 10,000 分の 115 

②前項の信託報酬は、毎計算期間の 6 ケ月終了日（当該日が休業日の場合にはその翌営業日としま

す。）および毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者およ
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び受託者間の配分は別に定めるものとします。 

③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁

します。 

（収益の分配方式） 

第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1.信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類

する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）は、諸経費、信託報酬および

当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配するこ

とができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積

み立てることができます。 

2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託

報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、

その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 43 条  収益分配金は、毎計算期間終了日後 1ケ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日

において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計

算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益

分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社

の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払

います。 

②前項の規定にかかわらず、別に定める契約にもとづいて収益分配金を再投資する受益者に対して

は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了

日の翌営業日に、収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益

者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した

受益権は、第 10 条第 3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 

③償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）は、信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた

受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金

支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等

に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の

抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の

減少の記載または記録が行われます。 

④一部解約金は、受益者の請求を受付た日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者に支払

います。 

⑤第 1 項、第 3 項および第 4 項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定

販売会社の営業所等において行うものとします。 
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⑥収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者ごとの信託時

の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦前項に規定する収益調整金は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者ごとの信

託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均

され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者ごとの信託時

の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託

のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）  

第 44 条 受託者は、収益分配金については前条第 1項に規定する支払開始日および前条第 2項に規定す

る交付開始前までに、償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金に

ついては前条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払込み

ます。 

②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約

金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 45 条 受益者が、収益分配金については第 43 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払い

を請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 43 条第 3項に規定する支払開始

日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、

委託者に帰属します。 

（投資信託契約の一部解約） 

第 46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1口単位または指定販売会社が委託者の承

認を得て定める解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、海外休業

日においては、指定販売会社は、原則として当該請求には応じないものとします。 

②投資信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対

し、振替受益権をもって行うものとします。 

③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付た場合には、この投資信託契約の一部を解約し

ます。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、

当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが

い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ

る市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を

中止すること、およびすでに受付た一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。 

⑥前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行

った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求

を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基

準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付たものとして、第 4 項の規定に準じて算出した価

額とします。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 
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第 47 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払

い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約

款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

（投資信託契約の解約） 

第 48 条 委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託

契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

②委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 30 億口を下回ることとなっ

た場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができま

す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

③委託者は、第 1項および第 2項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）

を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由

などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者

に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

④前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す

るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益

権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が

議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま

す。 

⑤第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数

をもって行います。 

⑥第3項から第5項までの規定は、委託者が投資信託契約の解約について提案をした場合において、

当該提案につき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の

意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情

が生じている場合であって、第 3 項から第 5 項までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し

ません。 

（投資信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 49 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。 

②委託者は、監督官庁の命令にもとづいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 53 条の規定

にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 50 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。 

②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委

託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 53 条第 2項の書面決議で否決された場合

を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 51 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
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する事業を譲渡することがあります。 

②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信

託契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 52 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違

反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者

は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が

受託者を解任した場合、委託者は、第 53 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受

益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させ

ます。 

（信託約款の変更等） 

第 53 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投信法

第 16 条第 2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うこと

ができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届

け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないもの

とします。 

②委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限

り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する

場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。

この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理

由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に

対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す

るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益

権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が

議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま

す。 

④第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数

をもって行います。 

⑤書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥第2項から第5項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、

当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。 

⑦前 6 項の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当

該併合に係る一または複数の他の信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他

の信託との併合を行うことはできません。 

（運用報告書に記載すべき事項の提供） 
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第 54 条 委託者は、投信法第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべ

き事項を第 55 条に規定するアドレスに掲載し、電磁的方法により提供を行います。 

②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ 

れを交付します。 

 

（公告） 

第 55 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 

https://portfolia.jp/ 

②前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公 

告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 56 条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

上記条項により投資信託契約を締結します。 

 

 

投資信託契約締結日  平成 28 年 9月 30 日 

 

委 託 者 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 8番 14 号 

      ホアリーナビル１階 

株式会社ポートフォリア 

代表取締役社長  立田 博司 

 

 

受 託 者 東京都千代田区丸の内一丁目4番1

号三井住友信託銀行株式会社 

取締役社長  常陰 均 
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運用の基本方針 

 

信託約款第 15 条の規定にもとづき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

1．基本方針 

「みのりの投信マザーファンド」は、お客様の資産形成のために、日本円でみた資産の着実な

成長を図ることを目的とし、日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への

規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指します。 

2．運用方法 

(1)投資対象 

国内外の取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定株式を含みま

す。以下同じ。）を主要な投資対象とします。 

(2)投資態度 

①歴史観と世界観にもとづく「大局観」と、「人」を軸にした企業・市場分析とを融合す

ることにより、質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き、全体最適化したポー

トフォリオによって、中長期的に絶対収益が得られるように運用します。 

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。また原則として為替ヘッジを行いませ

んが、市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがあります。 

③運用対象とする有価証券の価格変動リスク等を回避するため、株価指数先物取引等を 

利用することがあります。 

④ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模に

よっては、上記の運用ができない場合があります。 

(3)投資制限 

①株式の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の 50％を超えるものとします。 

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

④有価証券先物取引等は、信託約款第 18 条の範囲で行います。 

⑤スワップ取引は、信託約款第 19 条の範囲で行います。 

⑥金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第 20 条の範囲で行います。 

⑦一般社団法人投資信託協会の規則（以下「協会規則」といいます。）に定める一の者に

対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エ

クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、

合計で 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、協会規則

にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 

⑧委託者は、協会規則にしたがい第 18 条、第 19 条および第 20 条に定める各デリバティ

ブ取引等の想定元本の総額が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理を行い

ます。 
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親投資信託 

みのりの投信マザーファンド 

信託約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第 1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投

資信託であり、株式会社ポートフォリアを委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託

者とします。 

②この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受

けます。 

（信託事務の委託） 

第 2条 受託者は、信託法第 28 条第 1号にもとづく信託事務の委託として、信託事務の処理の

一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1条第 1項の規定による信託

業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼

営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害

関係人をいいます。以下本条、第 14 条第 1項、第 14 条第 2項および第 26 条において同じ。）

を含みます。）と投資信託契約を締結し、これを委託することができます。 

②前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じるこ

とがない場合に行うものとします。 

（信託の目的および金額） 

第 3 条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受

託者はこれを引受けます。 

（追加信託金限度額） 

第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができ

るものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付

します。 

②委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第 5条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 42 条第 1項、第 42 条第 2項、第 43 条

第 1項、第 44 条第 1項および第 46 条第 2項の規定による信託終了の日または投資信託契

約解約の日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第 6条 この信託にかかる受益証券（第 11 条第 6項の受益証券不所持の申出があった場合は受

益権とします。以下、第 7条および第 48 条において同じ。）の取得申込みの勧誘は、金融

商品取引法（以下「金商法」といいます。）第 2条第 3項第 2号イに掲げる場合に該当し、

投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第 4 条第 2 項第 12

号で定める適格機関投資家私募により行われます。 

（受益者） 
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第 7 条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする株式会社

ポートフォリアの証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 

第 8 条 委託者は、第 3 条に規定する信託によって生じた受益権については 1,000 億口を上限

に、追加信託によって生じた受益権についてはこれを追加信託のつど第 9条第 1項の追加

口数に、それぞれ均等に分割します。 

②委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第 9条 追加信託金は、追加信託を行う日の追加信託または投資信託契約の一部解約（以下「一

部解約」といいます。）の処理を行う前の信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証

券および第 23 条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信

託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金

額（以下「純資産総額」といいます。）を追加信託または一部解約を行う前の受益権総口

数で除した金額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た金額とします。 

②信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といい

ます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、

わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

③第 25 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売

買相場の仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありませ

ん。 

（受益証券の発行および種類ならびに受益証券不所持の申出） 

第 11 条 委託者は、第 8条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行

します。 

②委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する

旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

③前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによっ

て行います。 

④委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。 

⑤受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。 

⑥前 5 項の規定にかかわらず、受益者は、委託者に対し、当該受益者の有する受益権に係る

受益証券の所持を希望しない旨を申し出ることができます。 

⑦前項の規定による申出は、その申出に係る受益権の内容を明らかにしてしなければなりま

せん。この場合において、当該受益権に係る受益証券が発行されているときは、当該受益

者は、当該受益証券を委託者に提出しなければなりません。 

⑧第 6項の規定による申出を受けた委託者は、遅滞なく、第 7項前段の受益権に係る受益証

券を発行しない旨を受益権原簿に記載し、または記録します。 
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⑨委託者は、前項の規定による記載または記録をしたときは、第 7項前段の受益権に係る受

益証券を発行しません。 

⑩第 7項後段の規定により提出された受益証券は、第 8項の規定による記載または記録をし

た時において、無効となります。 

⑪第 6項の規定による申出をした受益者は、いつでも、委託者に対し、第 7項前段の受益権

に係る受益証券を発行することを請求することができます。この場合において、同項後段

の規定により提出された受益証券があるときは、受益証券の発行に要する費用は、当該受

益者の負担とします。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 12 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投信法第 2条第 1項で定めるものをいいま

す。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金商法第 2条第 20 項に規定するものをいい、信

託約款第 18 条、第 19 条および第 20 条に定めるものに限ります。） 

ハ．金銭債権 

ニ．約束手形 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第 13 条 委託者は、信託金を主として、次に掲げる有価証券（金商法第 2条第 2項の規定によ

り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し

ます。 

1.株券または新株引受権証書 

2.国債証券 

3.地方債証券 

4.特別の法律により法人の発行する債券 

5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金商法第 2条第 1項第 4号で定め

るものをいいます。） 

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金商法第 2条第 1項第 6号で

定めるものをいいます。） 

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金商法第 2条第 1項第 7号で定めるものをい

います。） 

9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示

する証券（金商法第 2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。） 

10.コマーシャル・ペーパー 
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11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 1 号から第 11 号の証券または

証書の性質を有するもの 

13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金商法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるもの

をいいます。） 

14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金商法第 2 条第 1 項第 11 号で

定めるものをいいます。） 

15.外国貸付債権信託受益証券（金商法第 2条第 1項第 18 号で定めるものをいいます。） 

16.オプションを表示する証券または証書（金商法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものを

いい、有価証券に係るものに限ります。） 

17.預託証書（金商法第 2条第 1項第 20 号で定めるものをいいます。） 

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19.指定金銭信託の受益証券（金商法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。） 

20.抵当証券（金商法第 2条第 1項第 16 号で定めるものをいいます。） 

21.貸付債権信託受益権であって金商法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの 

22.外国の者に対する権利で第 21 号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第 1号の証券、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 1号の証券

の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2号から第 6号までの証券および第 12

号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有す

るもの、および第 14 号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資

法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第 13 号および第 14 号の証券（「投

資法人債券」および｢外国投資証券で投資法人債券に類する証券｣を除きます。）を以

下「投資信託証券」といいます。 

②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金商法第 2

条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ

り運用することを指図することができます。 

1.預金 

2.指定金銭信託（金商法第 2条第 1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3.コール・ローン 

4.手形割引市場において売買される手形 

5.貸付債権信託受益権であって金商法第 2条第 2項第 1号で定めるもの 

6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応

等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を第 2 項に掲げる金融商品

により運用することの指図ができます。 
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④委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100

分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤委託者は、協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ

ージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する

比率は、原則としてそれぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 以内とすることとし、当該

比率を超えることとなった場合には、協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行います。 

⑥委託者は、協会規則にしたがい第 18 条、第 19 条および第 20 条に定める各デリバティブ

取引等の想定元本の総額が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理を行います。 

（利害関係人等との取引等） 

第 14 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投信

法ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第

三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第

三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第 26 条第 1

項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産

との間で、第 12 条ならびに第 13 条第 1 項および第 2 項に掲げる資産への投資等ならび

に第 17 条から第 23 条まで、第 25 条および第 29 条から第 30 条までに掲げる取引その他

これらに類する行為を行うことができます。 

②受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として

行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算

で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算

で行う場合も同様とします。 

③委託者は、金商法、投信法ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、

その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金商法第 31 条の 4第 3項および同条

第 4 項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を

行う他の信託財産との間で、第 12 条ならびに第 13 条第 1 項および第 2 項に掲げる資産

への投資等ならびに第 17条から第 23条まで、第 25条および第 29条から第 30条までに

掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、

委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 

④前 3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 29 条第 3項および同法

第 30 条第 3項の通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第 15 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、

その指図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第 16 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取

引所（金商法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金商法第 2 条第 17 項に規

定する取引所金融商品市場ならびに金商法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商
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品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式

の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会

社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、

新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

②第 1 項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新

株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ

ては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

（信用取引の指図範囲） 

第 17 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け

ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡

しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。  

②前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範

囲内とします。  

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する

売付けの一部を決済するための指図を行うこととします。 

（先物取引等の運用指図、目的および範囲） 

第 18 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所

における有価証券先物取引（金商法第 28 条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、

有価証券指数等先物取引（金商法第 28 条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）お

よび有価証券オプション取引（金商法第 28 条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）

ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行

うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱

うものとします。（以下同じ。） 

②委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に

おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の

取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。 

③委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所に

おける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の

取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図すること

ができます。 

（スワップ取引の運用指図、目的および範囲） 

第 19 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

ため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の

条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図す

ることができます。 

②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5 条に定める

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
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能なものについてはこの限りではありません。 

③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額

が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事

由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当

するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。 

④スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額

で評価するものとします。 

⑤委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲） 

第 20 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する

ため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。 

②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として

第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内

で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。 

③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額

が、信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま

す。）の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、

ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額

が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は

すみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま

す。 

④為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額

が、信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」とい

います。）の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に

より、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本

の合計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、

委託者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するも

のとします。 

⑤金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を

もとに算出した価額で評価するものとします。 

⑥委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入

れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

⑦本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以

下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期

日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ

れる預金契約または金銭の貸借契約にもとづく債権の利率（以下「指標利率」といいま
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す。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現

実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基

準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における

現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

⑧本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日

までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当

該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引を

いいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国

為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以

下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日におけ

る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定

めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り

引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワ

ップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じ

た金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外

国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日

から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ

る現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第 21 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社

債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株

式の時価合計額を超えないものとします。 

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超

える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う

ものとします。 

（有価証券の空売りの指図） 

第 22 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託

財産に属さない有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売

付けの決済については、有価証券（信託財産により借入れた有価証券を含みます。）の

引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。  

②前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内とします。  

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当
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する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

（有価証券の借入れの指図） 

第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をするこ

とができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた

ときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

②前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と

します。 

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当

する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 

④第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 24 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と

認められる場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図および範囲） 

第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図

をすることができます。 

②前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約と、信託財産に係る為替の売予

約との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。た

だし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取

引の指図については、この限りではありません。 

③前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内に、その超える

額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする

ものとします。 

（信託業務の委託等） 

第 26 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1項に

定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者（受託者の

利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 

1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認

められること 

3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管

理を行う体制が整備されていること 

4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が第 1 項各号に掲げる基

準に適合していることを確認するものとします。 

③前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と

認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 
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1.信託財産の保存に係る業務 

2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必

要な行為に係る業務 

4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

④保管費用は信託財産より支弁します。 

（混蔵寄託） 

第 27 条 金融機関または金融商品取引業者（金商法第 2条第 9項に規定する者をいいます。本

条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。）

から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した

外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関

または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取

引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 28 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登

録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保す

ることがあります。 

②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めると

きは、すみやかに登記または登録をするものとします。 

③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産

に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別し

て管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法

により分別して管理することがあります。 

④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、そ

の計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（有価証券の売却等の指図） 

第 29 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第 30 条 委託者は、第 29 条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配

金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金等を再投資することを

指図することができます。 

（損益の帰属） 

第 31 条 委託者の指図にもとづく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益

者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第 32 条 信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある

場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
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等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりう

るものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつ

ど別にこれを定めます。 

（信託の計算期間） 

第 33 条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとすることを原則とし

ます。ただし、第 1 計算期間は、投資信託契約締結日から平成 26 年 3 月 31 日までとし

ます。 

②第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下

「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と

し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終

了日は、第 5条に定める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告等） 

第 34 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成してこれを

委託者に提出します。 

②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成してこれを

委託者に提出します。 

③受託者は、前 2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3項に定める

報告は行わないこととします。 

④受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠

くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益

を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1項に定める閲覧または謄写の請求を

することはできないものとします。 

（信託事務の諸費用） 

第 35 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立

替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

（信託報酬） 

第 36 条 委託者および受託者は、この投資信託契約に関し、信託報酬を収受しません。 

（利益の留保） 

第 37 条 信託財産から生じる利益は、信託終了日まで信託財産中に留保し、期中には分配を行

いません。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第 38 条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、

追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。 

（償還金の委託者への交付と支払に関する受託者の免責） 

第 39 条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了日における信託財産の純資産総

額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交付します。 

②受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払につき、
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その責に任じません。 

（償還金の支払い） 

第 40 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに受益者に当該償

還金を支払います。 

（投資信託契約の一部解約） 

第 41 条 委託者は、受益者の請求があった場合には、この投資信託契約の一部を解約します。 

②解約金は、一部解約を行う日の一部解約または追加信託の処理を行う前の信託財産の資産

総額から負債総額を控除した金額を一部解約または追加信託の処理を行う前の受益権総口

数で除した金額に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

（投資信託契約の解約） 

第 42 条 委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有

利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、

この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託

者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

②委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての

投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この投資信託契約を解約し、信託

を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督

官庁に届け出ます。 

③委託者は、第 1 項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を

行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の

理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この投資信託契約に係る知れて

いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

④第 3 項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において

同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい

て賛成するものとみなします。 

⑤第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当た

る多数をもって行います。 

⑥第 3項から第 5項までの規定は、委託者が投資信託契約の解約について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記

録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、第 2項の規定にもとづいて

この投資信託契約を解約する場合、または信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事

情が生じている場合であって、第 3項から第 5項までの手続を行うことが困難な場合にも

適用しません。 

（投資信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 43 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令

にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。 
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②委託者は、監督官庁の命令にもとづいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 47

条の規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 44 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した

ときは、委託者は、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。 

②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資

信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 47 条第 2項の書面決議で否

決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者の間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 45 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託

契約に関する事業を譲渡することがあります。 

②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この

投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 46 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその

任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託

者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した

場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 47 条の規定にしたがい、新受

託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任するこ

とはできないものとします。 

②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終

了させます。 

（信託約款の変更等） 

第 47 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と

の併合（投信法第 16 条第 2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以

下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お

よびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法に

よって変更することができないものとします。 

②委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場

合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なも

のに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、

書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款

の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この

信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議

の通知を発します。 

③前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権

が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同
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じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい

て賛成するものとみなします。 

④第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当た

る多数をもって行います。 

⑤書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥第 2 項から第 5 項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときには適用しません。 

⑦前 6 項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあ

っても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否

決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

 

第 48 条 （削除） 

（利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付） 

第 49 条 委託者は、投信法第 13 条第 1項に定める書面を交付しません。 

（運用報告書） 

第 50 条 委託者は、投信法第 14 条に定める運用報告書を交付しません。 

（公告） 

第 51 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲

載します。 https://portfolia.jp/ 

    ②    前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむをえない事由が生

じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 52 条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定め

ます。 

 

上記条項により投資信託契約を締結します。 

 

 

投資信託契約締結日 平成 25 年 4 月 30 日 

 

委 託 者 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目8番 14号 

      ホアリーナビル１階 

株式会社ポートフォリア 

代表取締役社長  立田 博司 
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受 託 者 東京都千代田区丸の内一丁目 4番 1号 

三井住友信託銀行株式会社 

取締役社長  常陰 均 
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